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 神戸市におけるＡＩの活用等に関する条例の施行期日を定める規則をここに公

布する。  

  令和６年９月 27日

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市規則第 11号

神戸市におけるＡＩの活用等に関する条例の施行期日を定める規則

 神戸市におけるＡＩの活用等に関する条例（令和６年３月条例第 25号）の施行

期日は、令和６年９月 27日とする。  
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神戸市下水道条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和６年９月 27日

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市規則第 12号

神戸市下水道条例施行規則の一部を改正する規則

神戸市下水道条例施行規則（昭和 50年 11月規則第 70号）の一部を次のように改

正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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改正後  改正前  

（条例第 11条の３第２項の規定による令第９条の 10に規定する基準の一部除外）  

第９条の２  条例第 11条の３第２項に規定する規則で定める場合は、次の表の左欄に掲

げるとおりとし、同項の規定により読み替えて適用する同条第１項に規定する規則で

定める物質は、同表の左欄に掲げる場合ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりと

する。  

 

規則で定める場合  規則で定める物質  

電気めつき業を営む工場又は事業場から汚水を公

共下水道に排除する場合  

六価クロム化合物、ほう素及びそ

の化合物、ふつ素及びその化合物

並びに亜鉛及びその化合物  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

金属鉱業を営む工場又は事業場から汚水を公共下

水道に排除する場合  

ほう素及びその化合物  

硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱

業を含む。）を営む工場又は事業場から汚水を公共

下水道に排除する場合  

［略］  

（条例第 11条の３第２項の規定による令第９条の 10に規定する基準の一部除外）  

第９条の２  条例第 11条の３第２項に規定する規則で定める場合は、次の表の左欄に掲

げるとおりとし、同項の規定により読み替えて適用する同条第１項に規定する規則で

定める物質は、同表の左欄に掲げる場合ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりと

する。   

 

規則で定める場合  規則で定める物質  

電気めつき業を営む工場又は事業場から汚水を公

共下水道に排除する場合  

ほう素及びその化合物、ふつ素及

びその化合物並びに亜鉛及びその

化合物  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

［略］  ［略］  

金属鉱業を営む工場又は事業場から汚水を公共下

水道に排除する場合  

ほう素及びその化合物、亜鉛及び

その化合物並びにカドミウム及び

その化合物  

硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱

業を含む。）を営む工場又は事業場から汚水を公共

下水道に排除する場合  

［略］  

エチレンオキサイド製造業又はエチレングリコー

ル製造業を営む工場又は事業場から汚水を公共下

水道に排除する場合  

１、４―ジオキサン  

 様式第７号を次のように改める。
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様式第９号を次のように改める。
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 様式第 10号を次のように改める。  
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 様式第 10号の２を次のように改める。  
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 様式第 10号の３を次のように改める。  
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 様式第 11号を次のように改める。  
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附  則  

（施行期日）

１  この規則は、令和６年 10月１日から施行する。

（経過措置）  

２  この規則の施行の際現にこの規則による改正前の神戸市下水道条例施行規則

（以下「旧規則」という。）に定める様式に従い提出されている申請書、届出

書その他の書類（以下「申請書等」という。）は、この規則による改正後の神

戸市下水道条例施行規則（以下「新規則」という。）に定める様式に従い提出

されている申請書等とみなす。  

３  この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による申請書等の様式は、新規

則による申請書等の様式とみなして、当分の間、なお使用することができる。
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神戸市立水産体験学習館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年９月 27日

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市規則第 13号

神戸市立水産体験学習館条例施行規則の一部を改正する規則

 神戸市立水産体験学習館条例施行規則（平成 10年３月規則第 78号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（届出事項）

第２条 条例第６条に規定する規則で

定める事項は、次に掲げる事項とす

る。

(1) 入場料、受講料その他の対価を

収受する場合における当該金額

(2) 入場券、受講券その他の施設（条

例第４条第４号の施設を除く。以

下同じ。）の使用（条例第４条第２

号及び第３号に掲げる施設にあっ

ては、独占使用をいう。以下同じ。）

に必要な券類を発行する場合にお
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ける当該発行枚数  

 (3) 催物その他の施設の使用により

行おうとする事業の内容  

 （附属設備の使用料）  

 第３条  条例別表第２号に規定する規

則で定める額は、別表に掲げる額と

する。  

 （使用料の後納）  

 第４条  条例第 11条ただし書に規定す

る規則で定める特別の理由があると

きは、次に掲げるときとする。  

 (1) 条例別表第１号ア及びイの表に

規定する時間超過使用料を納付す

るとき。  

 (2) 国、地方公共団体その他公共団

体が公益上の目的で施設又はその

附属設備（以下「施設等」という。）

の使用をするとき。  

 (3) 条例第 22条第１項に規定する指

定管理者（以下単に「指定管理者」

という。）がやむを得ないと認める

とき。  

 （使用料の減免）  

 第５条  条例第 12条に規定する規則で

定める特別の理由があるときは、次

の各号に掲げるときとし、当該各号

に定めるところにより、使用料を減
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額し、又は免除する。  

 (1) 市又は指定管理者が神戸市立水

産体験学習館（以下「学習館」とい

う 。） の 事 業 と し て 使 用 を す る と

き。  免除  

 (2) 学校教育法（昭和 22年法律第 26

号）第１条に規定する小学校、中学

校又は特別支援学校（これらに準

ずる学校を含む。）の児童又は生徒

が教育上の目的のために教職員に

引率されて使用をするとき。  免

除  

 (3) 学校教育法第１条に規定する小

学校、中学校又は特別支援学校（こ

れらに準ずる学校を含む。）の教職

員が教育上の目的のために児童又

は 生 徒 を 引 率 し て 使 用 を す る と

き。  免除  

 (4) 身体障害者手帳、精神障害者保

健福祉手帳、療育手帳、特定疾患医

療受給者証、先天性血液凝固因子

障害医療受給者証又は小児慢性特

定疾患承認書の交付を受けている

者が使用をするとき。  免除  

 (5) 身体障害者手帳（当該身体障害

者手帳に記載された身体障害者等

級表による級別が１級又は２級の

ものに限る。）、精神障害者保健福
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祉手帳（当該精神障害者保健福祉

手帳に記載された障害等級が１級

のものに限る。）又は療育手帳の交

付を受けている者の介護人がこれ

らの者とともに使用をするとき。

免除

(6) 前各号に掲げるもののほか、指

定管理者が特に必要があると認め

るとき。 指定管理者がその都度

定める額の減額又は免除

（使用料の返還）  

第６条 条例第 13条ただし書に規定す

る規則で定める特別の理由があると

きは、次の各号に掲げるときとし、返

還する使用料の額は、当該各号に定

める額とする。

(1) その責めに帰することのできな

い理由により施設等の使用をする

ことができなくなったとき。 全

額

(2) 条例第１条の目的のための施設

等の使用に係る条例第５条第１項

の許可を受けた者（以下「使用者」

という。）が使用をしようとする日

（引き続き２日以上使用をしよう

とするときは、その最初の日をい

う。以下同じ。）の６月前の日（当

該期日が第８条に規定する休館日
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に当たるときは、休館日の前日）ま

でに指定管理者に申し出て、使用

の許可の取消しを受けたとき。  

全額  

 (3) 条例第１条の目的以外の目的の

ための施設等の使用に係る使用者

が使用をしようとする日の１月前

の日（当該期日が第８条に規定す

る休館日に当たるときは、休館日

の前日）までに指定管理者に申し

出て、使用の許可の取消しを受け

たとき。  全額  

 (4) 条例第１条の目的のための施設

等の使用に係る使用者が使用をし

ようとする日の３月前の日（当該

期日が第８条に規定する休館日に

当たるときは、休館日の前日）まで

に指定管理者に申し出て、使用の

許可の取消しを受けたとき。  半

額  

 (5) 条例第１条の目的以外の目的の

ための施設等の使用に係る使用者

が使用をしようとする日の 14日前

の日（当該期日が第８条に規定す

る休館日に当たるときは、休館日

の前日）までに指定管理者に申し

出て、使用の許可の取消しを受け

たとき。  半額  
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 (6) 条例第 16条第２項の規定による

処分により施設等の使用をするこ

とができなくなったとき。  指定

管理者がその都度定める額  

 (7) 前各号に掲げるもののほか、指

定管理者が返還すべき正当な理由

があると認めたとき。  指定管理

者がその都度定める額  

第２条～第４条  ［略］  第７条～第９条  ［略］  

附  則  附  則  

１  ［略］  １  ［略］  

（指定管理者不在等期間における学

習館の管理に関する業務）  

（指定管理者不在等期間における学

習館の管理に関する業務）  

２  市長が指定管理者の指定を取り消

し、指定管理者が解散し、その他指定

管理者がいなくなった場合又は市長

が指定管理者の業務の停止を命じた

場合は、その時からその直後に指定

管理者を指定し、又は当該停止の期

間が終了する時までの間における第

２条第２項並びに第３条第１項第３

号、第２項及び第３項の規定の適用

については、これらの規定中「指定管

理者」とあるのは「市長」とする。  

２  市長が指定管理者の指定を取り消

し、指定管理者が解散し、その他指定

管理者がいなくなった場合又は市長

が指定管理者の業務の停止を命じた

場合は、その時からその直後に指定

管理者を指定し、又は当該停止の期

間が終了する時までの間（以下「指定

管理者不在等期間」という。）におけ

る第４条第３号、第５条第１号及び

第５号、第６条第２号から第７号ま

で、第７条第２項並びに第８条第１

項第３号、第２項及び第３項の規定

の適用については、第４条第３号中

「条例第 22条第１項に規定する指定

管理者（以下単に「指定管理者」とい
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う。）」とあるのは「市長」と、第５条

第１号及び第５号、第６条第２号か

ら第７号まで、第７条第２項並びに

第８条第１項第３号、第２項及び第

３項の規定中「指定管理者」とあるの

は「市長」とする。  

 ３  指定管理者不在等期間における学

習館の使用については、神戸市立水

産体験学習館条例施行規則の一部を

改正する規則（平成 17年３月規則第  

63号）による改正前の神戸市立水産

体験学習館条例施行規則第２条、第

３条、第５条、第７条第３号、第８条

第１項第６号及び同条第２項、第９

条、第 12条第２項及び第 13条並びに

様式第１号から様式第８号までの規

定の例による。  

 別表（第３条関係）  

 附属設備の名称  単

位  

使用

料  

（単

位

円）  

施

設  

種類又は品名  

研

修

室  

オ ー バ ー ヘ ッ ド プ ロ ジ

ェ ク タ ー （ ス ク リ ー ン

を含む。）  

１

台  

300 

１  コ ン パ ク ト デ ィ ス ク プ

レーヤー  

１  

台  

300 
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36 型モニターテレビ １

台

300 

タ イ ピ ン 型 ワ イ ヤ レ ス

マイク

１

台

200 

ダブルカセットデッキ  １

台

200 

ビデオデッキ １

台

200 

ダイナミックマイク １

台

100 

展

示

学

習

室  

20 型モニターテレビ １

台

200 

ビデオデッキ １

台

200 

展示用パネル １

台

100 

備考 使用の回数については、条例別

表第１号アの表に規定する使用時間

の区分に従い、同表の午前又は午後

の使用をもって１回の使用と、同表

の終日の使用をもって２回の使用と

する。

 附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。
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 神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。  

  令和６年９月 27日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 14号  

   神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

 神戸市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則（平成 18年３月規則第 104号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（海外派遣手当）  （海外派遣手当）  

第９条  ［略］  第９条  ［略］  

２、３  ［略］  ２、３  ［略］  

４  条例第 39条第１項、第２項第３号

及び第３項に規定する規則で定める

換算率は外務省令で定める換算率と

する。  

 

５  ［略］  ４  ［略］  

附  則  

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の神戸市職員の特殊

勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和６年４月１日から適用する。  
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神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例施行規則及び神戸市開発事業の手続

及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和６年９月 30日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 15号  

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例施行規則及び神戸市開発事業の

手続及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則  

（神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例施行規則の一部改正）  

第１条  神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例施行規則（平成６年３月規則

第 107号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。） 及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

目次  目次  

第１章、第１章の２  ［略］  第１章、第１章の２  ［略］  

第２章  ワンルームマンション及び

特定共同住宅に係る指導  

第２章  ワンルームマンション及び

特定共同住宅に係る指導  

第１節  ［略］  第１節  ［略］  

第２節  駐車施設の確保に関する

基準（第４条―第５条の２）  

第２節  駐車施設の確保に関する

基準（第４条・第５条）  

第３章～第７章  ［略］  第３章～第７章  ［略］  

附則  附則  
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（確認申請等に係る届出等）  （確認申請等に係る届出等）  

第２条の２  ［略］  第２条の２  ［略］  

２  条例第５条の２第１項の規定によ

る届出は、次表の（あ）欄に掲げる確

認申請等の種類及び同表の（い）欄に

掲げる工作物の種類に応じ、同表の

（う）欄に掲げる図書を添付した様

式第１号による事前届出書を提出し

て行わなければならない。  

２  条例第５条の２第１項の規定によ

り確認申請等をしようとする建築主

（次項及び第４項の建築主を除く。）

は、様式第１号による事前届出書に、

次に掲げる図書（当該確認申請等が

建築基準法（昭和 25年法律第 201号。

以下「法」という。）第６条第１項第

４号に規定する建築物に係るもので

あるときは、第２号に掲げる図書を

除く。）（２部）を添えて市長に提出

しなければならない。  

 (1) 建築基準法施行規則（昭和 25年

建設省令第 40号。以下「施行規則」

という。）第１条の３第１項の表１

の（い）項に規定する図書（床面積

求積図を除く。）  

 (2) 施行規則第１条の３第１項の表

１の（ろ）項に規定する図書（地盤

面算定表を除く。）  

号  （あ）  （い）  （う）  

確認申請等

の種類  

工作物の

種類  

図書  

(1) 次号及び第

３号を除く

確認申請等  

法 第 ６ 条

第 １ 項 第

４ 号 に 規

定する建  

建築基準法

施 行 規 則

（昭和 2 5年

建設省令第  
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築物 40号。以下

「省令」と

いう。）第１

条の３第１

項の表１の

（い）項に

規定する図

書（床面積  

求積図を除

く。）  

上 記 以 外

の建築物  

省令第１条

の３第１項

の 表 １ の

（い）項に

規定する図

書（床面積

求積図を除

く。）  

省令第１条

の３第１項

の 表 １ の

（ろ）項に

規定する図

書（地盤面

算定表を除

く。）  

(2) 法第 88条第

１項におい  

令 第 1 3 8

条第２項  

省令第２条

の２第１項  
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て準用する

法第６条第

１項若しく

は第６条の

２第１項の

規定による

確認の申請

又は法第 88 

条第１項に

おいて準用

する法第 18

条第２項の

規定による

通知  

第 １ 号 に

規 定 す る

工作物

の表の各階

平面図の項

に規定する

各階平面図  

上 記 以 外

の工作物  

省令第３条

第１項の表

１の各項に

規定する図

書（構造詳

細図及び構

造計算書を

除く。）  

(3) 法第 88条第

２項におい

て準用する

法第６条第

１項若しく

は第６条の

２第１項の

規定による

確認の申請

又は法第 88

条第２項に

おいて準用

する法第 18

条第２項の  

 省令第３条

第２項の表

の各項に規

定する図書  
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規定による

通知  

３ 条例第５条の２第１項の規定によ

り確認申請等（法第 88条第１項にお

いて準用する法第６条第１項若しく

は第６条の２第１項の規定による確

認の申請又は法第 88条第１項におい

て準用する法第 18条第２項の規定に

よる通知に限る。）をしようとする建

築主は、様式第１号による事前届出

書に、次の各号に掲げる工作物の種

類に応じ当該各号に定める図書（２

部）を添えて市長に提出しなければ

ならない。

(1) 建築基準法施行令（昭和 25年政

令第 338号）第 138条第２項第１号

に規定する工作物 施行規則第２

条の２第１項の表の各階平面図の

項に規定する各階平面図

(2) 前号に掲げる工作物以外の工作

物 施行規則第３条第１項の表１

の各項に規定する図書（構造詳細

図及び構造計算書を除く。）  

４ 条例第５条の２第１項の規定によ

り確認申請等（法第 88条第２項にお

いて準用する法第６条第１項若しく

は第６条の２第１項の規定による確

認の申請又は法第 88条第２項におい
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て準用する法第 18条第２項の規定に

よる通知に限る。）をしようとする建

築主は、様式第１号による事前届出

書に、施行規則第３条第２項の表の

各項に規定する図書（２部）を添えて

市長に提出しなければならない。

３  条例第５条の２第２項に規定する

規則で定める日は、次の各号に掲げ

る建築物又は工作物の種類に応じ当

該各号に定める日とする。  

５  条例第５条の２第２項に規定する

規則で定める日は、次の各号に掲げ

る建築物又は工作物の種類に応じ当

該各号に定める日とする。  

(1) 条例第２条第５項の表の左欄に

掲げる対象区域の区分に応じ同表

の右欄に掲げる対象建築物（以下

「中高層建築物」という。）又はワ

ンルームマンション  30日前  

(1) 指定建築物（条例第２条第５項

の表の左欄に掲げる対象区域の区

分に応じ同表の右欄に掲げる対象

建築物（以下「中高層建築物」とい

う。）又はワンルームマンションに

限る。第８条第５項第１号におい

て同じ。） 30日前

(2) ［略］ (2) ［略］

４  ［略］ ６  ［略］

（変更等の届出）  （変更等の届出）  

第２条の３  条例第５条の３第１項に

規定する規則で定める変更は、法第

６条第１項（法第 87条第１項又は第  

88条第１項若しくは第２項において

準用する場合を含む。）の軽微な変更

（省令第３条の２第１項第１号、第

２ 号 及 び 第 ７ 号 に 掲 げ る も の に 限

る。）その他健全で快適な住環境等の

第２条の３  条例第５条の３第１項に

規定する規則で定める変更は、法第

６条第１項（法第 87条第１項又は第  

88条第１項若しくは第２項において

準用する場合を含む。）の軽微な変更

（ 施 行 規 則 第 ３ 条 の ２ 第 １ 項 第 １

号、第２号及び第７号に掲げるもの

に限る。）その他健全で快適な住環境
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保全及び育成を図る上で支障がない

と市長が認める変更とする。  

等の保全及び育成を図る上で支障が

ないと市長が認める変更とする。  

２ 条例第５条の３第１項の規定によ

る変更の届出は、当該変更に係る部

分を記載した前条第２項に規定する

図書を添付した様式第１号による変

更届出書を提出して行わなければな

らない。

２ 条例第５条の３第１項の規定によ

り、届出に係る事項の変更をしよう

とする建築主は様式第１号による変

更届出書に、当該変更に係る部分を

記載した前条第２項から第４項まで

に規定する図書（２部）を添えて、届

出に係る事項の廃止をしようとする

建築主は様式第１号の２による廃止

届出書を市長に提出しなければなら

ない。

３ 条例第５条の３第１項の規定によ

る廃止の届出は、様式第１号の２に

よる廃止届出書を提出して行わなけ

ればならない。

（建築及び管理の基準）  （基準）  

第３条  条例第９条第２項に規定する

規則で定める基準で建築に係るもの

は、次のとおりとする。  

第３条  条例第９条第２項に規定する

規則で定める基準で建築に係るもの

は、次のとおりとする。  

(1)～ (3) ［略］  (1)～ (3) ［略］  

(4) 住戸の数が 30戸以上の場合は、

管理業務を行うための建築物の部

分を設けること。

(4) 管理人室（居住者等への応対そ

の他の管理業務を行うために必要

なカウンター及び窓その他の開口

部（これらと同等の機能を有する

ものを含む。）を備えた建築物の部

分をいう。以下同じ。）を設けるこ

と。
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(5) ［略］ (5) ［略］

２  条例第９条第２項に規定する規則

で定める基準で管理に係るものは、

次のとおりとする。  

２  条例第９条第２項に規定する規則

で定める基準で管理に係るものは、

次のとおりとする。  

(1) 管理人を配置すること又は次に

掲げるいずれかの措置を講ずるこ

と。

(1) 管理人を配置すること。ただし、

30戸未満のワンルームマンション

においてワンルームマンションの

所有者又は管理者が必要に応じ管

理員を派遣できるとき、 30戸未満

のワンルームマンションにおいて

ワンルームマンションの所有者又

は管理者が当該ワンルームマンシ

ョンに居住し、又は当該ワンルー

ムマンションの近隣に居住し、か

つ、直接に当該ワンルームマンシ

ョンの管理を行うことができると

きその他市長が確実に管理業務を

行 う こ と が で き る と 認 め る と き

は、この限りでない。

ア 所 有 者 又 は 管 理 者 が 当 該 ワ ン

ルームマンションに居住し、又

は当該ワンルームマンションの

近隣に居住し、かつ、直接に管理

を行うこと

イ 管 理 会 社 に 委 託 す る こ と 等 に

より、適切な管理を行うこと

(2) 玄関その他の外部から見やすい

場所に、管理を行う者の氏名、住所

(2) 玄関その他の外部から見やすい

場所に、次に掲げる事項を記載し
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（法人にあっては名称、事務所の

所在地）及び電話番号その他の連

絡先を記載した表示板を設置する

こと。  

た表示板を設置すること。  

 ア  管理人の氏名及び駐在時間  

 イ  管 理 人 又 は 管 理 会 社 の 電 話 番

号  

 ウ  管 理 人 が 不 在 で あ る 場 合 に お

けるその業務を代行することが

できる者の氏名、住所及び電話

番号  

(3) 次に掲げる事項を定めた規則を

制定すること。  

(3) 次に掲げる事項を定めた規則を

制定すること。  

ア  ［略］  ア  ［略］  

イ  自 動 車 及 び 自 転 車 そ の 他 の 二

輪車の路上駐車の禁止  

イ  自 動 車 及 び 自 転 車 の 路 上 駐 車

の禁止  

ウ、エ  ［略］  ウ、エ  ［略］  

（自動車の基準）  （基準）  

第４条  条例第９条第４項に規定する

規則で定める基準で自動車に係るも

の（以下「自動車の基準」という。）

は、次の表の（あ）欄及び（い）欄に

掲げる用途地域及び住戸の数の区分

に応じ、同表（う）欄に掲げる整備率

を当該建築物の住戸の数に乗じて得

た数（小数点以下の端数があるとき

は、これを四捨五入して得た数とす

る。）の駐車施設を当該建築物の敷  

第４条  条例第９条第４項に規定する

規則で定める基準で自動車に係るも

の（以下「自動車の基準」という。）

は、次の表のとおりとする。  
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地内に確保することとする。

（あ） （い） （う）

用途地域 住戸の数  

の区分

整備率

第１種低層住居

専用地域  

第２種低層住居

専用地域  

第１種中高層住

居専用地域  

第２種中高層住

居専用地域  

1 0戸 以 上

30戸未満

100分の 25 

30戸以上  100分の 45 

第１種住居地域  

第２種住居地域  

準住居地域  

準工業地域  

工業地域  

1 0戸 以 上

30戸未満

100分の 15 

30戸以上  100分の 30 

近隣商業地域

商業地域  

1 0戸 以 上

30戸未満

100分の５

30戸以上  100分の 15 

用途地域 住 戸 （ 1 8

平方メー  

ト ル 未 満

の 管 理 人

室 を 除

く 。 以 下

同じ。）の

数

整備率（駐

車 施 設 の

数 の 当 該

建 築 物 の

住 戸 の 数

に 対 す る

割 合 を い

う。）

第１種低層住居

専用地域  

第２種低層住居

専用地域  

第１種中高層住

居専用地域  

第２種中高層住

居専用地域  

1 0戸 以 上

30戸未満  

100分の 25

以上

3 0戸 以 上

70戸未満  

100分の 45

以上

70戸以上  100分の 65

以上

第１種住居地域  

第２種住居地域  

準住居地域  

準工業地域  

工業地域  

1 0戸 以 上

30戸未満  

100分の 15

以上

3 0戸 以 上

70戸未満  

100分の 30

以上

70戸以上  100分の 45

以上

近隣商業地域

商業地域  

1 0戸 以 上

30戸未満  

100分の５

以上

3 0戸 以 上

70戸未満  

100分の 15

以上

70戸以上  100分の 25 
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  以上  
 

２  前項の規定にかかわらず、住戸専

用面積が 40平方メートル未満の住戸

については、同項に規定する整備率

に３分の１を乗じた率を同項の整備

率とする。  

２  前項の規定にかかわらず、住戸専

用面積が 30平方メートル未満の住戸

については、同項に規定する整備率

に３分の１を乗じた率を同項の整備

率とする。  

３  ［略］  ３  ［略］  

４  条例の施行の際現に存するワンル

ー ム マ ン シ ョ ン 又 は 特 定 共 同 住 宅

（以下「ワンルームマンション等」と

いう。）について、住戸の数の増を伴

う 変 更 を す る 場 合 の 自 動 車 の 基 準

は、第１項の規定にかかわらず、当該

変更後の住戸の数から当該変更前の

住戸の数を減じて得た住戸の数（以

下「増戸数」という。）に対応する第

１項の表の（い）欄に掲げる住戸の数

の区分に応じ、同表（う）欄に掲げる

整備率に当該増戸数を乗じて得た数

（小数点以下の端数があるときは、

これを四捨五入して得た数とし、以

下「増戸数分の駐車施設数」という。）

の駐車施設を新たに当該建築物の敷

地内に確保することとする。この場

合において、増戸数分の駐車施設数

に当該変更前の駐車施設の数を加え

て得た数が当該変更後の住戸の数に

対応する第１項の表の（い）欄に掲げ  

４  ワンルームマンション又は特定共

同住宅（以下「ワンルームマンション

等」という。）の増築又は改築（以下

「増改築」という。）をする場合の自

動車の基準は、第１項の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる場合に応

じ、当該各号に定める数以上の数の

駐車施設を設けることとする。この

場合において、当該各号に定める基

準により算出して得た数に当該増改

築前の駐車施設の数を加えて得た数

が当該増改築後の住戸の数に対応す

る整備率を当該増改築後の住戸の数

に乗じて得た数（以下「増改築後の要

駐車施設数」という。）を上回るとき

は、当該増改築後の要駐車施設数か

ら当該増改築前の駐車施設の数を減

じて得た数に相当する駐車施設の数

（当該駐車施設の数が０を下回る場

合には、０とする。）以上の数の駐車

施設を設けることを自動車の基準と  
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る住戸の数の区分に応じ、同表（う）

欄に掲げる整備率を当該変更後の住

戸の数に乗じて得た数（小数点以下

の端数があるときは、これを四捨五

入して得た数とし、以下「変更後の要

駐車施設数」という。）を上回るとき

は、当該変更後の要駐車施設数から

当該変更前の駐車施設の数を減じて

得た数（０を下回る場合には、０とす

る。）の駐車施設を新たに当該建築物

の敷地内に確保することを自動車の

基準とする。

する。

(1) 条例の施行の際現に存するワン

ルームマンション等について増改

築をする場合 当該増改築後の住

戸の数から当該増改築前の住戸の

数を減じて得た住戸の数（以下「増

戸数」という。）に対応する整備率

に当該増戸数を乗じて得た駐車施

設の数

(2) 前号に規定するワンルームマン

ション等以外のワンルームマンシ

ョン等について増改築をする場合

アに掲げる数からイに掲げる数

を減じて得た駐車施設の数

ア 当該増改築後の要駐車施設数

イ 当 該 増 改 築 前 の 住 戸 の 数 に 対

応する整備率に、当該増改築前
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の住戸の数を乗じて得た駐車施

設の数  

５  前４項の規定により確保する駐車

施設は、駐車の用に供する部分の規

格が １ 台 につ き 幅 が 2 . 3メー ト ル以

上及 び 奥 行き が 5 . 0メー ト ル 以上 と

し、かつ、自動車が安全に出入りする

ことができるものとする。ただし、特

殊の装置を用いる駐車施設で自動車

が安全に出入りすることができると

市長が認めるものについては、この

限りでない。  

 

６  居住者への配達、居住者の送迎そ

の他居住者に対する役務を提供する

者又は来客の利用に供するための駐

車施設（駐車の用に供する部分の規

格が １ 台 につ き 幅 が 2 . 3メー ト ル以

上及 び 奥 行き が 5 . 0メー ト ル 以上 で

あるものに限る。以下「サービス用駐

車場」という。）を当該建築物の敷地

内に確保するときは、第１項から第

４項までの規定による基準の数より

２ を 減 ず る こ と が で き る も の と す

る。  

 

７  前項の規定により確保するサービ

ス用駐車場は、外部から利用しやす

い位置に確保するとともに、サービ

ス用駐車場である旨の表示をしなけ  
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ればならない。

５ 第１項の規定にかかわらず、次に

掲げる場合は、同項の規定は、適用し

ない。

(1) 次のいずれかに該当する場合で

あって、当該建築物の敷地からお

お む ね 3 5 0メ ー ト ル 以 内 の 場 所 に

第１項の基準以上の駐車施設を設

けるとき。

ア 当 該 建 築 物 の 構 造 又 は そ の 敷

地の状況により市長がやむを得

ないと認める場合

イ 当 該 建 築 物 の 敷 地 に 駐 車 施 設

を設けないことが地域のまちづ

くり又は都市景観の形成に資す

ると市長が認める場合

(2) 建築物の敷地又は建築物の敷地

以外の土地で２以上のものが一団

地を形成している場合において、

当該一団地内に１又は２以上の構

えを成す建築物を総合的設計によ

って建築するとき。

(3) ワンルームマンション等を建築

する場合において、その利用形態

及び管理形態からみて第１項の基

準によりがたいと市長が認めると

き。  

６ 既存建築物の敷地内にある駐車施
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 設について、その利用実態からみて

第１項の基準によりがたく、かつ近

隣の住環境の維持に支障がないと市

長が認める場合は、市長が定める期

間において、同項の基準を緩和して

適用することができる。  

８  第１項及び第４項の規定にかかわ

らず、次の各号に掲げる場合は、自動

車の駐車施設を当該建築物の敷地か

らお お む ね 3 5 0メー トル 以 内 の場 所

に 確 保 す る こ と が で き る も の と す

る。  

 

(1) 当該建築物の構造又はその敷地

の状況により市長がやむを得ない

と認める場合  

 

(2) 当該建築物の敷地に駐車施設を

設けないことが地域のまちづくり

又は都市景観の形成に資すると市

長が認める場合  

 

９  次の各号に掲げる場合は、第１項

から第４項までの基準を緩和して適

用することができる。  

 

(1) 当該建築物の利用形態及び管理

形態からみて第１項から第４項ま

での基準によりがたいと市長が認

めるとき。  

 

(2) 建築物の敷地の過半が都心機能

誘導地区に属する場合であって、

 

令和６年10月８日　神戸市公報第3880号

42



当該建築物に都心機能の活性化に

資すると市長が認める用途に供す

る部分を設けるとき。ただし、サー

ビス用駐車場を確保し、かつ近隣

の住環境の維持に支障がないと市

長が認める場合に限る。  

( 3 )  既 存 建 築 物 の 駐 車 施 設 に つ い

て、その利用実態からみて第１項

から第４項までの基準によりがた

く、かつ近隣の住環境の維持に支

障がないと市長が認めるとき。  

 

10 建築物の敷地又は建築物の敷地以

外の土地で２以上のものが一団地を

形成している場合において、当該一

団地内に１又は２以上の構えを成す

建築物を総合的設計によって建築す

るときは、第１項から第４項までの

規定は、適用しない。  

 

 ７  条例第９条第４項に規定する規則

で 定 め る 基 準 で 自 転 車 に 係 る も の

（以下「自転車の基準」という。）は、

当該建築物の住戸の数（第２項に規

定する住戸にあっては、住戸の数の  

10分の６）以上の数の駐車施設を設

けることとする。  

 ８  ワンルームマンション等の増改築

をする場合の自転車の基準は、前項

の規定にかかわらず、増戸数（第２項
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に規定する住戸にあっては、増戸数

の 10分の６。以下この項において同

じ。）以上の数の駐車施設を設けるこ

ととする。この場合において、増戸数

に当該増改築前の駐車施設の数を加

えて得た数が当該増改築後の住戸の

数（第２項に規定する住戸にあって

は、当該増改築後の住戸の数の 10分

の６。以下この項において同じ。）を

上回るときは、当該増改築後の住戸

の数から当該増改築前の駐車施設の

数を減じて得た数に相当する駐車施

設の数（当該駐車施設の数が０を下

回る場合には、０とする。）以上の数

の駐車施設を設けることを自転車の

基準とする。

９ 条例第９条第４項に規定する規則

で定める基準で二輪車（自転車を除

く。次条第３項において同じ。）に係

るもの（以下「二輪車の基準」とい

う。）は、当該建築物の住戸の数の  

10分の１以上の数の駐車施設を設け

ることとする。ただし、敷地の状況に

より市長がやむを得ないと認める場

合は、この限りでない。  

10 ワンルームマンション等の増改築

をする場合の二輪車の基準は、前項

の規定にかかわらず、増戸数の 10分
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の１以上の数の駐車施設を設けるこ

ととする。この場合において、増戸数

の 10分の１に当該増改築前の駐車施

設の数を加えて得た数が当該増改築

後の住戸の数の 10分の１を上回ると

きは、当該増改築後の住戸の数の 10

分の１から当該増改築前の駐車施設

の数を減じて得た数に相当する駐車

施設の数（当該駐車施設の数が０を

下回る場合には、０とする。）以上の

数の駐車施設を設けることを二輪車

の基準とする。  

 11 前２項に規定する基準を超えて整

備する場合においては、基準を超え

て整備した駐車施設の数を第７項又

は第８項の規定による基準の数より

減ずることができる。  

 12 第５項（第１号を除く。）の規定は、

自転車の基準及び二輪車の基準につ

いて準用する。  

（二輪車の基準）   

第５条  条例第９条第４項に規定する

規則で定める基準で二輪車に係るも

の（以下「二輪車の基準」という。）

は、当該建築物の住戸の数（住戸専用

面積が 40平方メートル未満の住戸に

あっては、住戸の数に 10分の６を乗

じて得た数。小数点以下の端数があ
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るときは、これを四捨五入して得た

数とする。）と同じ数の駐車施設を当

該建築物の敷地内に確保することと

する。ただし、敷地の状況により市長

がやむを得ないと認める場合は、こ

の限りでない。  

２  条例の施行の際現に存するワンル

ームマンション等について、住戸の

数の増を伴う変更をする場合の二輪

車の基準は、前項の規定にかかわら

ず、増戸数（住戸専用面積が 40平方メ

ートル未満の住戸にあっては、増戸

数に 10分の６を乗じて得た数。小数

点以下の端数があるときは、これを

四捨五入して得た数とする。）と同じ

数の駐車施設を当該建築物の敷地内

に確保することとする。この場合に

おいて、当該増戸数に当該変更前の

駐車施設の数を加えて得た数が当該

変更後の住戸の数（住戸専用面積が  

40平方メートル未満の住戸にあって

は、当該変更後の住戸の数に 10分の

６を乗じて得た数。小数点以下の端

数があるときは、これを四捨五入し

て得た数とする。）を上回るときは、

当該変更後の住戸の数から当該変更

前 の 駐 車 施 設 の 数 を 減 じ て 得 た 数

（０を下回る場合には、０とする。）
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の駐車施設を当該建築物の敷地内に

確 保 す る こ と を 二 輪 車 の 基 準 と す

る。

３ 前２項の規定により確保する駐車

施設の駐車の用に供する部分の規格

は次の各号に掲げるとおりとし、か

つ、二輪車が安全に出入りすること

ができるものとする。

(1) 前２項の規定により確保する駐

車施 設 の 数に 1 0 0分 の 1 5を乗 じて

得た数（小数点以下の端数がある

ときは、これを四捨五入して得た

数とする。）の駐車施設 １台につ

き 幅 が 1 . 0メ ー ト ル 以 上 及 び 奥 行

きが 2.3メートル以上

(2) 前号以外の駐車施設 １台につ

き 幅 が 0 . 5メ ー ト ル 以 上 及 び 奥 行

きが 2.0メートル以上（特殊の装置

を用いる駐車施設で二輪車が安全

に出入りすることができると市長

が認めるものについては、この限

りでない。）  

４ 第１項の規定により確保する駐車

施設で前項第２号に規定する規格の

駐車施設（特殊の装置を用いる駐車

施設を除き、原則として地上部分に

確保するものに限る。）の数に 20分の

１を乗じて得た数（小数点以下の端
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数があるときは、その端数を切り捨

てた数とする。ただし、１を下回る場

合において、第１項の規定により確

保する駐車施設のすべてを特殊の装

置を用いずに確保するときは、１と

する。）を、前条第１項から第３項ま

での規定による基準の数より減じる

ことができるものとする。  

５  前条第９項（第２号を除く。）及び

第 10項の規定は、二輪車の基準につ

いて準用する。  

 

 第５条  条例第９条第４項に規定する

規則で定める基準は、前条第１項か

ら第３項までの規定により設ける自

動車に係る駐車施設にあっては、駐

車の用に供する部分の規格を１台に

つき 幅 が 2 . 3メ ー ト ル以 上 及 び奥 行

きが５メートル以上のものとし、か

つ、自動車が安全に出入りすること

ができるものとする。  

 ２  条例第９条第４項に規定する規則

で定める基準は、前条第７項の規定

により設ける自転車に係る駐車施設

にあっては、駐車の用に供する部分

の面積を１台につき１平方メートル

以上のものとする。  

 ３  条例第９条第４項に規定する規則

で定める基準は、前条第９項の規定  
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 により設ける二輪車に係る駐車施設

にあっては、駐車の用に供する部分

の規 格 を １台 に つ き幅 が 0 . 8メ ート

ル以 上 及 び奥 行 き が 2 . 0メ ート ル以

上（そのうちの 10分の２以上の駐車

施設にあっては、幅が 1.0メートル以

上及び奥行きが 2.3メートル以上）の

ものとする。  

 ４  前３項の規定は、特殊の装置を用

いる駐車施設で自動車又は自転車そ

の他の二輪車が安全に出入りするこ

とができると市長が認めるものにつ

いては、適用しない。  

（駐車施設の数の算定の特例）   

第５条の２  第４条第１項から第３項

まで及び前条第１項の規定による基

準を超えて駐車施設を確保するとき

の条例第９条第４項に規定する規則

で定める基準は、当該基準を超える

数を、次の表の（あ）欄に掲げる基準

を超える駐車施設の区分に応じそれ

ぞれ同表の（い）欄に掲げる換算率を

当該基準を超える数の全部又は一部

に乗じた数（小数点以下の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた数

とする。）を同表の（う）欄に掲げる

駐車施設の数として算入することが

できるものとする。  
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（あ） （い） （う）

基準を超え

る駐車施設

の区分  

換算率  駐車施設

第 ４ 条 第 １

項 か ら 第 ３

項 ま で の 規

定 に よ り 確

保 す る 駐 車

施設（特殊の

装 置 を 用 い

る 駐 車 施 設

を除く。）  

５ 前条第１項の規

定により確保す

る駐車施設で、

同条第３項第１

号に規定する規

格の駐車施設  

10 前条第１項の規

定により確保す

る駐車施設で、

同条第３項第２

号に規定する規

格の駐車施設  

前条第１項  

の 規 定 に よ

り 確 保 す る

駐車施設で、

同 条 第 ３ 項

第 １ 号 に 規

定 す る 規 格

の駐車施設

５分の  

１

第４条第１項か  

ら第３項までの

規定により確保

する駐車施設  

２ 前条第１項の規

定により確保す

る駐車施設で、

同条第３項第２

号に規定する規

格の駐車施設  

前 条 第 １ 項

の規定によ  

1 0分 の

１

第４条第１項か

ら第３項までの  
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り 確 保 す る

駐車施設で、

同 条 第 ３ 項

第 ２ 号 に 規

定 す る 規 格

の 駐 車 施 設

（ 特 殊 の 装

置 を 用 い る

駐 車 施 設 を

除く。）  

 規定により確保

する駐車施設  

２ 分 の

１  

前条第１項の規

定により確保す

る駐車施設で、

同条第３項第１

号に規定する規

格の駐車施設  

 

２  前項の規定の適用に当たって、自

動車の駐車施設として算入できる二

輪車の駐車施設の数は、当該基準を

超える数のうち、当該建築物の住戸

の数（住戸専用面積が 40平方メート

ル未満の住戸にあっては、住戸の数

に 10分の４を乗じて得た数。小数点

以下の端数があるときは、これを四

捨五入して得た数とする。）と同じ数

を上限とする。また、前項の規定の適

用後の当該建築物の敷地内に確保す

る二輪車の駐車施設の数は、当該建

築物の住戸の数に２分の１を乗じて

得た数（住戸専用面積が 40平方メー

トル未満の住戸にあっては、住戸の

数に 10分の３を乗じて得た数。小数

点 以 下 の 端 数 が あ る 場 合 に お い て

は、端数を四捨五入した数とする。） 
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を下回らないものとする。   

３  前２項の規定は、条例の施行の際

現に存するワンルームマンション等

の住戸の数の増を伴う変更について

準用する。この場合において、第１項

中「第４条第１項から第３項まで」と

あるのは「第４条第４項」と、「前条

第１項」とあるのは「前条第２項」と

読み替え、前項中「住戸の数」とある

のは「増戸数」と読み替える。  

 

（説明）  （説明）  

第７条  条例第 11条第１項に規定する

規則で定める図書は、様式第２号に

よる建築計画概要書、配置図、各面の

立面図、日影図（日影の影響を受ける

建 築 物 の 位 置 を 明 示 し た も の に 限

る。）その他市長が特に必要があると

認める図書とする。  

第７条  条例第 11条第１項に規定する

規則で定める図書は、様式第２号に

よる建築計画概要書、配置図、各面の

立面図、日影図その他市長が特に必

要があると認める図書とする。  

２  ［略］  ２  ［略］  

（指定建築物の建築の届出）  （指定建築物の建築の届出）  

第８条  ［略］  第８条  ［略］  

２  条例第 12条第１項の規定による届

出は、次の各号に掲げる指定建築物

の種類に応じ、当該各号に定める図

書を添付した様式第４号による指定

建築物建築届を提出して行わなけれ

ばならない。  

２  条例第 12条第１項の規定により指

定建築物の建築をしようとする建築

主は、様式第４号による指定建築物

建築届正副２通に、次の各号に掲げ

る指定建築物の種類に応じ当該各号

に定める図書を添えて市長に提出し

なければならない。  
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(1) 中高層建築物  付近見取図（方

位、道路、目標となる地物等を明示

したものに限る。以下同じ。）、配

置図（縮尺、方位、寸法、敷地境界

線、敷地（近隣敷地を含む。）内に

おける各建築物の位置、用途及び

構造並びに当該建築物の各部分の

地盤の高さ、届出に係る建築物と

他の建築物との別、駐車施設、擁壁

その他の敷地の状況並びに敷地に

接する道路の位置及び幅員を明示

したものに限る。）、各階平面図（屋

根伏図を含み、縮尺、方位、寸法、

間取り及び開口部を明示したもの

に限る。）、各面の立面図（縮尺及

び方向を明示したものに限る。）、

２面以上の断面図（縮尺、方向及び

建築物に接した地盤面の状況を明

示したものに限る。）、省令第１条

の３第１項の表２の（ 29）項に規定

する日影図、敷地の周囲の状況が

分かる写真、条例第 10条第１項に

規 定 す る 標 識 の 設 置 を 証 す る 写

真、様式第３号による説明に関す

る報告書その他市長が特に必要が

あると認める図書  

(1) 中高層建築物  付近見取図（方

位、道路、目標となる地物等を明示

したものに限る。以下同じ。）、配

置図（縮尺、方位、寸法、敷地境界

線、敷地（近隣敷地を含む。）内に

おける各建築物の位置、用途及び

構造並びに当該建築物の各部分の

地盤の高さ、届出に係る建築物と

他の建築物との別、駐車施設、擁壁

その他の敷地の状況並びに敷地に

接する道路の位置及び幅員を明示

したものに限る。）、各階平面図（屋

根伏図を含み、縮尺、方位、寸法、

間取り及び開口部を明示したもの

に限る。）、各面の立面図（縮尺及

び方向を明示したものに限る。）、

２面以上の断面図（縮尺、方向及び

建築物に接した地盤面の状況を明

示したものに限る。）、日影図（縮

尺、方位、寸法、敷地境界線、敷地

内における建築物の位置、日影の

影響を受ける建築物の位置、建築

物の各部分の平均地盤面（当該建

築物が周囲の地面と接する位置の

平 均 の 高 さ に お け る 水 平 面 を い

う。以下同じ。）からの高さ、第１

種低層住居専用地域及び第２種低

層住居専用地域においては平均地
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盤面から 1.5メートルの、その他の

地域においては平均地盤面から４

メートルの高さの水平面（以下「測

定面」という。）上の敷地境界線か

らの水平距離５メートル及び 10メ

ートルの線並びに冬至日の真太陽

時による午前８時から午後４時ま

での間における測定面に生じさせ

る 30分ごとの各時刻の日影の形状

及び測定面に生じさせる日影の等

時間（条例第 20条第１項の表に規

定する法別表第４（に）欄の号に掲

げる時間に限る。）日影線を明示し

たものに限る。）及び日影図の作成

に伴うデータ表、敷地の周囲の状

況が分かる写真、条例第 10条第１

項に規定する標識の設置を証する

写真、様式第３号による説明に関

する報告書その他市長が特に必要

があると認める図書  

(2) ワンルームマンション  前号に

規定する図書（日影図を除く。）そ

の他市長が特に必要があると認め

る図書  

(2) ワンルームマンション  前号に

規定する図書（日影図及び日影図

の作成に伴うデータ表を除く。）そ

の他市長が特に必要があると認め

る図書  

(3) 特定共同住宅  第１号に規定す

る付近見取図、配置図、各階平面

図、各面の立面図、２面以上の断面

(3) 特定共同住宅  第１号に規定す

る付近見取図、配置図、各階平面

図、各面の立面図、２面以上の断面
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図、敷地の周囲の状況が分かる写

真その他市長が特に必要があると

認める図書  

図その他市長が特に必要があると

認める図書  

３  前項第１号に掲げる建築物であっ

て法第 56条の２の規定の適用がない

ものについては、同号の規定にかか

わらず、同号に規定する図書のうち

日影図の添付は要しない。  

３  前項第１号に掲げる建築物であっ

て法第 56条の２の規定の適用がない

ものについては、同号の規定にかか

わらず、同号に規定する図書のうち

日影図及び日影図の作成に伴うデー

タ表の添付は要しない。  

４  ［略］  ４  ［略］  

５  条例第 12条第２項に規定する規則

で定める日は、次の各号に掲げる指

定建築物の種類に応じ当該各号に定

める日とする。  

５  条例第 12条第２項に規定する規則

で定める日は、次の各号に掲げる指

定建築物の種類に応じ当該各号に定

める日とする。  

(1) 指定建築物（中高層建築物又は

ワンルームマンションに限る。） 

30日前  

(1) 指定建築物  30日前  

(2) ［略］  (2) ［略］  

６  条例第 12条第３項の規定による届

出は、当該変更に係る部分を記載し

た 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 図 書 を 添 付

し、かつ、次に掲げる事項を記載した

書面を提出して行わなければならな

い。  

６  条例第 12条第３項の規定により届

出に係る事項の変更をしようとする

建築主は、次に掲げる事項を記載し

た書面（２通）に、当該変更に係る部

分を記載した第２項各号に掲げる図

書（２部）を添えて市長に提出しなけ

ればならない。  

(1)、 (2) ［略］  (1)、 (2) ［略］  

（許可申請等）  （許可申請等）  

第９条  条例第 18条第１項ただし書、  第９条  条例第 18条第１項ただし書、  
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条例第 18条の５第１項ただし書若し

くは第２項ただし書、条例第 18条の

６第１項ただし書、条例第 19条の３、

条例第 19条の４第３項第３号から第

５号まで、条例第 19条の５第４項第

３号、条例第 22条第１項ただし書、条

例第 23条第４項、条例第 24条第２項

若しくは第３項第２号、条例第 27条

第６項又は条例第 32条第１項の規定

による許可を受けようとする者は、

様式第５号による許可申請書に、そ

れぞれ次に掲げる図書を添えて市長

に提出しなければならない。

条例第 18条の５第１項ただし書若し

くは第２項ただし書、条例第 18条の

６第１項ただし書、条例第 19条の３、

条例第 19条の４第３項第３号から第

５号まで、条例第 19条の５第４項第

３号、条例第 22条第１項ただし書、条

例第 23条第４項、条例第 24条第２項

若しくは第３項第２号、条例第 27条

第６項又は条例第 32条第１項の規定

により許可を受けようとする者は、

様式第５号による許可申請書に、そ

れぞれ次に掲げる図書（２部）を添え

て市長に提出しなければならない。

(1)～ (8) ［略］  (1)～ (8) ［略］  

２  ［略］ ２  ［略］

（認可申請等）  （認可申請等）  

第 10条  法第 70条第１項又は法第 76条

の３第２項の規定による認可を受け

ようとする者は、様式第８号による

建築協定認可（変更・廃止）申請書に、

それぞれ次に掲げる図書を添えて市

長に提出しなければならない。

第 10条  法第 70条第１項又は法第 76条

の３第２項の規定により市長の認可

を受けようとする者は、様式第８号

による建築協定認可（変更・廃止）申

請書に、それぞれ次に掲げる図書を

添えて市長に提出しなければならな

い。  

(1)～ (8) ［略］ (1)～ (8) ［略］  

２～３ ［略］ ２～３  ［略］  

４ 法第 74条の２第３項の規定による

届出は、借地権が消滅したことを証

する書類及び土地の位置を表示する

４  法第 74条の２第３項の規定に基づ

き届出をしようとする者は、様式第

11号による借地権消滅届に、借地権
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図書を添付した様式第 11号による借

地権消滅届を提出して行わなければ

ならない。  

が消滅したことを証する書類及び土

地の位置を表示する図書を添えて市

長に提出しなければならない。  

５  ［略］  ５  ［略］  

（建築等の届出等）  （建築等の届出等）  

第 10条の５  ［略］  第 10条の５  ［略］  

２  条例第 35条の７第１項の規定によ

る届出は、次の各号に掲げる行為の

区分に応じ、当該各号に定める図書

を添付した様式第 12号による近隣住

環境計画の区域内における行為の届

出書を提出して行わなければならな

い。ただし、法第６条第１項第４号に

規定する建築物に係る第１号の行為

を行おうとする場合にあっては、省

令第１条の３第１項の表１の（ろ）項

に規定する図書の添付は要しない。  

２  条例第 35条の７第１項の規定によ

り同項各号のいずれかに該当する行

為を行おうとする者は、様式第 12号

による近隣住環境計画の区域内にお

ける行為の届出書に、次の各号に掲

げる行為の区分に応じ、当該各号に

定める図書を添えて市長に提出しな

ければならない。ただし、法第６条第

１項第４号に規定する建築物に係る

第１号の行為を行おうとする者にあ

っては、施行規則第１条の３第１項

の表１の（ろ）項に規定する図書の添

付は要しない。  

(1) 条例第 35条の７第１項第１号に

掲げる行為（建築物に係るものに

限る。） 省令第１条の３第１項の

表１の（い）項に規定する図書（床

面積求積図を除く。）、同表の（ろ）

項に規定する図書（地盤面算定表

を除く。）及び省令別記第２号様式

（第３面に限る。）の写し  

(1) 条例第 35条の７第１項第１号に

掲げる行為（建築物に係るものに

限る。） 施行規則第１条の３第１

項の表１の（い）項に規定する図書

（床面積求積図を除く。）、同表の

（ろ）項に規定する図書（地盤面算

定表を除く。）及び施行規則別記第

２号様式（第３面に限る。）の写し  

(2) 条例第 35条の７第１項第１号に  (2) 条例第 35条の７第１項第１号に  
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掲げる行為（建築物以外の工作物

に係るものに限る。） 省令第３条

第１項の表１の各項に規定する図

書（構造詳細図及び構造計算書を

除く。）  

掲げる行為（建築物以外の工作物

に係るものに限る。） 施行規則第

３条第１項の表１の各項に規定す

る図書（構造詳細図及び構造計算

書を除く。）  

(3) 条例第 35条の７第１項第２号に

掲げる行為  省令第１条の３第１

項の表１の（い）項に規定する図書

（付近見取図に限る。）及び変更に

係る設計図  

(3) 条例第 35条の７第１項第２号に

掲げる行為  施行規則第１条の３

第１項の表１の（い）項に規定する

図書（付近見取図に限る。）及び変

更に係る設計図  

(4) ［略］  (4) ［略］  

３  ［略］  ３  ［略］  

附  則  附  則  

１、２  ［略］  １、２  ［略］  

 （阪神・淡路大震災に係る整備率の

緩和）  

 ３  阪神・淡路大震災により被災した

建築物で第４条第１項に規定する基

準に適合しないものを除却し、又は

同項に規定する基準を満たしていな

い建築物が阪神・淡路大震災により

滅失した後、住戸の数が従前の住戸

の数を超えない建築物を新築しよう

として平成 14年１月 16日までに当該

工事に着手する場合における同項の

表に規定する整備率については、同

表の規定にかかわらず、同表に規定

する整備率から同表に規定する整備

令和６年10月８日　神戸市公報第3880号

58



率に２分の１を乗じて得た率までの

範囲内において市長が定める率を当

該整備率とする。

４ 阪神・淡路大震災により被災した

建築物で第４条第１項に規定する基

準に適合しないものについて、住戸

の数の増加を伴わない増築をし、又

は改築をする場合であり、かつ、平成

14年１月 16日までに当該工事に着手

する場合における同条第５項第３号

の規定の適用については、同号中「同

表に規定する整備率」とあるのは、

「同表に規定する整備率に２分の１

を乗じて得た率」とする。

様式第１号の３、様式第２号、様式第３号及び様式第４号を次のように改める。
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様式第１号の３（第６条関係）  

建築計画のお知らせ 

建築物の敷地の 

所 在 及 び 地 番 
神戸市  区 

計

画

建

築

物 

用 途  

住宅の戸数 戸 （ファミリー    戸・ワンルーム    戸） 

工事の種別  

構 造  

高 さ          ｍ 

階 数 地上  階  地下  階 

敷 地 面 積          ㎡ 

延 べ 面 積          ㎡  （うち容積対象       ㎡） 

工事着手予定日 年   月   日 

工事完了予定日 年   月   日 

標 識 設 置 日 年   月   日 

建

築

主 

住 所  

氏 名 
 

 

設

計

者 

事 務 所 名  

氏 名  

所 在 地  

施

工

者 

営 業 所 名  

氏 名  

所 在 地  

連

絡

先 

名 称  

担 当 者  

電 話 番 号  

この標識は、神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第10条第１項の規定に基づき設置した

ものです。 

この標識において、「ファミリー」とは住戸専用面積が30平方メートル以上の住戸を、「ワン

ルーム」とは住戸専用面積が30平方メートル未満の住戸をいいます。 

備考 １ 標識の大きさは、縦90センチメートル以上、横90センチメートル以上とすること。 

２ 建築主等が法人にあっては、名称及び代表者名を記入すること。 
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様式第２号（第７条関係）

建築計画概要書 

建築物

の敷地 

所 在 及 び 地 番 

用 途 地 域 

計 画 

建築物 

用 途 

住 宅 の 戸 数 戸 （ファミリー 戸・ワンルーム 戸） 

工 事 の 種 別 

構 造 

高 さ ｍ 

階 数 地上  階  地下  階 

敷 地 面 積 ㎡ 

建 築 面 積 ㎡ 建 蔽 率 ％ 

延 べ 面 積 ㎡ 
容 積 率 ％ 

うち容積対象 ㎡ 

駐 車 施 設 

( 住 宅 用 設 置 台 数 ) 
自 動 車 台 二 輪 車 

大型(1.0ｍ×2.3ｍ) 台 

小型(0.5ｍ×2.0ｍ) 台 

工 事 着 手 予 定 日 年 月 日 

工 事 完 了 予 定 日 年 月 日 

建築主 

住 所 

氏 名 

設計者 

事 務 所 名 

氏 名 

所 在 地 

施工者 

営 業 所 名 

氏 名 

所 在 地 

連絡先 

名 称 

担 当 者 

電 話 番 号 

この概要書において、「ファミリー」とは住戸専用面積が30平方メートル以上の住戸を、「ワ

ンルーム」とは住戸専用面積が30平方メートル未満の住戸をいいます。

備考 １ この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用すること。 

２ 建築主等が法人にあっては、名称及び代表者名を記入すること。 
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様式第３号（第７条関係）  
（第１面） 

 

説明に関する報告書 

年  月  日 

神戸市長 宛 

 

報告者 

住所   

 
氏名(法人にあっては、 

名称及び代表者名) 
  

      

 
神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第11条第２項の規定により近隣の所有者等に対して

行った説明に関する報告を次のとおり行います。 
 

   

 
１ 建築物の敷地の 

所在及び地番 
神戸市  区   

   

 ２ 実施日等  

   実施日時 場所 説明の方法 説明者  

  

(1) 

   年   時 分から 

   

 

   月 日   時 分まで  

  （ ）   

  

(2) 

   年   時 分から 

   

 

   月 日   時 分まで  

  （ ）   

  

(3) 

   年   時 分から 

   

 

   月 日   時 分まで  

  （ ）   

  

 

  

   

 

     

     

  

 

  

   

 

     

     

   

 ３ 説明の状況  

  (1) 説明の資料  

  項目 内容 
近隣の所有者等 

からの要望 
要望への回答  

  

ア 
説明時に提示 

した図書 

□ 建築計画概要書(様式第２号) 

  

 

  □ 配置図  

  □ 各面の立面図  

  □ 日影図  

  □ その他  

   （          ）  

  イ 
説明時に配付 

した資料 

 

 

 

   

  
備考 説明時に提示した図書に✔をつけ、そのほかに明示した図書等がある場合は、その図書

等の名称を（  ）内に記入してください。 
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（第２面） 

 

  (2) 説明の概要  

  項目 内容 
近隣の所有者等から

の要望 
要望への回答  

  ア 日照 
 

 
   

  イ プライバシー 
 

 
   

  ウ 
電波障害 

(影響範囲の説明等) 

 

 
   

  エ ごみの処理 
 

 
   

  オ 

駐車施設 

(自動車、自転車そ

の他の二輪車) 

 

 
   

  カ 

設備機器等の騒音、

振動その他これらの

設置に伴う影響 

 

 
   

  キ 
建築物の利用形態 

及び管理形態 

 

 
   

  ク 

建築工事、既存の建

物の除去工事等の施

工について 

作業時間、工事車

両の通行の状況、

騒音、振動等の防

止策、工事の工

程、近隣建物の保

全等 

    

  ケ その他 
 

 
   

  備考 次の図書等を添付してください。  

   （1）説明時に使用した図書等  

   （2）説明を行った近隣の所有者等の範囲を住宅地図等に表示したもの  

   （3）説明を行った近隣所有者等に対する説明状況がわかる資料  

   

   

 誓 約 書  

 年  月  日  

   

  

建築主 

住所   

  
氏名(法人にあっては、 

名称及び代表者名) 
  

      

 
近隣の所有者等に対する説明についてはこの報告書のとおりですが、今後も誠意ある話合いを

実施していくことを誓います。 
 

   

    

 

  

令和６年10月８日　神戸市公報第3880号

63



様式第４号（第８条関係）

指 定 建 築 物 建 築 届 
区 

名 

※ 

神戸市長 宛 年  月  日 

届出者 

(建築主) 

住所 

氏名(法人にあっては、

名称及び代表者) 

電話番号 

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例第12条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

建築物 

の敷地 

所在及び地番 神戸市  区 

用途地域 

指定容積率(％) 指定建蔽率(％) 

計 画 

建築物 

用途 工事の種別 

住宅の戸数 
(共同住宅・長屋) 

全 体  ファミリー  戸・ワンルーム  戸・計  戸 

増戸数  ファミリー  戸・ワンルーム  戸・計  戸 

構造 

届出部分 届出以外の部分 合計（全体） 

高さ ｍ ｍ ｍ 

階数 地上  階 地下  階 地上  階 地下  階 地上  階 地下  階 

敷地面積 ㎡ 

建築面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

延べ面積 ㎡ ㎡ ㎡ 

うち容積対象 ㎡ ㎡ ㎡ 

駐車施設 
(住戸を10戸以上有する 

共同住宅又は長屋の場合) 

住宅用設置数 基準の数 適用 

自動車(2.3ｍ×5.0ｍ) 台 台 

二輪車 
大型(1.0ｍ×2.3ｍ) 台 台 

小型(0.5ｍ×2.0ｍ) 台 台 

その他 

工事着手予定日 年  月  日 

工事完了予定日 年  月  日 

標識設置日 年  月  日 

代理者 

事務所名 電話番号 

氏名及び資格 (  )建築士(  )登録 第 号 

所在地 

設計者 

事務所名 電話番号 

氏名及び資格 (  )建築士(  )登録 第 号 

所在地 

施工者 

営業所名 

氏名 電話番号 

所在地 

特記事項 

※ 受 付 番 号 

受付年月日 

通知年月日 

備考 １ この届書は、本人又はその代理人が記入するものです。 

２ ※の欄は、記入しないでください。 

３ この届書において「ファミリー」とは住戸専用面積が30㎡以上の住戸を、「ワンルーム」

とは住戸専用面積が30㎡未満の住戸をいいます。 
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（神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則の一部改正）

第２条 神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則（平成 29年７月規

則第８号）の一部を次のように改正する。

様式第６号を次のように改める。

様式第６号（第９条関係）  

建築計画のお知らせ 

建築物の敷地の 

所 在 及 び 地 番 
神戸市  区 

計

画

建

築

物 

用 途 

住宅の戸数 戸 （ファミリー 戸・ワンルーム 戸） 

工事の種別 

構 造 

高 さ ｍ 

階 数 地上  階  地下  階 

敷 地 面 積 ㎡ 

延 べ 面 積 ㎡  （うち容積対象 ㎡） 

工事着手予定日 年 月 日 

工事完了予定日 年 月 日 

標 識 設 置 日 年 月 日 

建

築

主 

住 所 

氏 名 

設

計

者 

事 務 所 名 

氏 名 

所 在 地 

施

工

者 

営 業 所 名 

氏 名 

所 在 地 

連

絡

先 

名 称 

担 当 者 

電 話 番 号 

この標識は、神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例第８条第１項の規定により設置した

ものです。 

（開発承認日  年  月  日） 

この標識において、「ファミリー」とは住戸専用面積が30平方メートル以上の住戸を、「ワン

ルーム」とは住戸専用面積が30平方メートル未満の住戸をいいます。

備考 １ 標識の大きさは、縦90センチメートル以上、横90センチメートル以上とすること。 

２ 建築主等が法人にあっては、名称及び代表者名を記入すること。 
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附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、令和６年 10月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の際現に設置しているこの規則による改正前の神戸市民の住

環境をまもりそだてる条例施行規則様式第１号の３の様式による標識は、この

規則による改正後の神戸市民の住環境をまもりそだてる条例施行規則様式第１

号の３の様式による標識とみなす。  

３  この規則の施行の際現に設置しているこの規則による改正前の神戸市開発事

業の手続及び基準に関する条例施行規則様式第６号の様式による標識は、この

規則による改正後の神戸市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則様式

第６号の様式による標識とみなす。  
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神戸市立老人福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  令和６年 10月１日

神戸市長 久   元   喜   造

神戸市規則第 16号

神戸市立老人福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則  

第１条  神戸市立老人福祉施設条例施行規則（昭和 38年 12月規則第 59号）の一部

を次のように改正する。

 次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（使用料）  （使用料）  

第４条  条例第８条第１項に規定する

厚生労働大臣が定める基準の範囲内

において規則で定める額は、月額生

活費 46,634円及び管理費 22,100円並

びに別表第２に掲げる入所者の事務

費負担額の合計額とする。  

第４条  条例第８条第１項に規定する

１ 人 月 額 141,410円 の 範 囲 内 に お い

て 規 則 で 定 め る 額 は 、 月 額 生 活 費

44,810円及び管理費 22,100円並びに

別表第２に掲げる入所者の事務費負

担額の合計額とする。  

２  ［略］ ２  ［略］

 （事業計画書等）   （事業計画書等）  

第６条  条例第 11条第２項の規則で定

める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1)～ (4) ［略］  

第６条  条例第 11条第３項の規則で定

める書類は、次に掲げる書類とする。 

(1)～ (4) ［略］  
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(5) 定款又は寄附行為及び登記事項

証明書（法人以外の団体にあって

は、これらに相当する書類）  

(6) ［略］  

(5) 定款又は寄附行為及び法人登記

簿の謄本（法人以外の団体にあっ

ては、これらに相当する書類）  

(6) ［略］  

様式第１号中、「氏  名            ㊞」を「氏  名         

     」に改める。  

第２条  神戸市立老人福祉施設条例施行規則の一部を次のように改正する。  

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

 （施設の定員）  （施設の定員）  

第２条  養護老人ホーム及び軽費老人

ホームの定員は、別表のとおりとす

る。  

第２条  養護老人ホーム及び軽費老人

ホームの定員は、別表第１のとおり

とする。  

 （使用料）  

 第４条  条例第８条第１項に規定する

厚生労働大臣が定める基準の範囲内

において規則で定める額は、月額生

活費 46,634円及び管理費 22,100円並

びに別表第２に掲げる入所者の事務

費負担額の合計額とする。  

２  条例第８条第１項に規定する冷房
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費、暖房費並びに電気及び水道の料

金として規則で定める額は、冷房費

及び暖房費にあっては 2,070円（７月

から９月まで及び 1 1月から翌年３月

までに限る。）とし、電気及び水道

の料金にあっては居室に係る実費相

当額とする。

（使用料の納付方法）

第５条 使用料は、入所の日から退所

の日まで徴収する。

２ 使用料は、毎月末日までに納付し

なければならない。ただし、１月に

満たない入所期間の使用料は、日割

計算とし、市長の指定する期日まで

に納付するものとする。

第４条、第５条 ［略］ 第６条、第７条  ［略］  

別表（第２条関係）

種類 名称 定員

［略］ ［略］ ［略］

軽 費 老 人 ホ

ーム  

［略］ ［略］

別表第１（第２条関係）  

種類 名称 定員

［略］ ［略］ ［略］

軽 費 老 人 ホ

ーム  

［略］ ［略］

神 戸 市 立 ケ

ア ハ ウ ス 和

光園

50名

別表第２（第４条関係）

入所者の対象収入額

による階層区分  

入所者の事務

費負担額  

階 対象収入額
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層

区

分  

１  1,500,000円以下  10,000円  

２  1,500,001円から

1,600,000円まで  

13,000円  

３  1,600,001円から

1,700,000円まで  

16,000円  

４  1,700,001円から

1,800,000円まで  

19,000円  

５  1,800,001円から

1,900,000円まで  

22,000円  

６  1,900,001円から

2,000,000円まで  

25,000円  

７  2,000,001円から

2,100,000円まで  

30,000円  

８  2,100,001円から

2,200,000円まで  

35,000円  

９  2,200,001円から

2,300,000円まで  

40,000円  

10 2,300,001円から

2,400,000円まで  

45,000円  

11 2,400,001円以上  49,300円  

備考  

１  この表において「対象収入額」と

は、前年の収入額（社会通念上収入

として認定することが適当でないも

のを除く。）から、租税、社会保険
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料、医療費等の必要経費の額を控除

した額をいう。

２ 夫婦が同じ施設に入所する場合に

ついては、夫婦それぞれの対象収入

額の合計額の２分の１の額を夫婦そ

れぞれの対象収入額とみなし、その

額が 150万円以下のときは、この表に

規定する入所者の事務費負担額から

その 30パーセントに相当する額を減

額した額を夫婦それぞれの事務費負

担額とする。

附  則  

（施行期日）

１  この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１条及び附則第２

項の規定は、令和６年 10月１日から施行する。  

（規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正）  

２  神戸市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則（令和３年３月規則

第 53号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）
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規則名 条 項 又 は

様式番号  

［略］ ［略］

神 戸 市 宅 地 造 成 等 規 制 法

施行規則（昭和 37年３月規

則第 81号）  

［略］

規則名 条 項 又 は

様式番号  

［略］ ［略］

神 戸 市 宅 地 造 成 等 規 制 法

施行規則（昭和 37年３月規

則第 81号）  

［略］

神 戸 市 立 老 人 福 祉 施 設 条

例 施 行 規 則 （ 昭 和 38年 12

月規則第 59号）  

様 式 第 １

号  
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神戸市告示第344号 

次の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123号）第 29条第１項の指定障害福祉サービス事業者の指定をしたので、同法第 51 条第

１号の規定により告示する。 

令和６年 10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2815202334 くらしのお

ともに 

兵庫県神戸

市西区神出

町紫合 74-

５ 

一般社団法

人ほぼちの 

兵庫県神戸

市西区神出

町紫合 74-

５ 

令和６年４

月１日 

居宅介護 

2815202334 くらしのお

ともに 

兵庫県神戸

市西区神出

町紫合 74-

５ 

一般社団法

人ほぼちの 

兵庫県神戸

市西区神出

町紫合 74-

５ 

令和６年４

月１日 

重度訪問介

護 

2815202334 くらしのお

ともに 

兵庫県神戸

市西区神出

町紫合 74-

５ 

一般社団法

人ほぼちの 

兵庫県神戸

市西区神出

町紫合 74-

５ 

令和６年４

月１日 

行動援護 

2810701561 けいぞくＫ

ＯＢＥ 

兵庫県神戸

市須磨区東

落合３丁目

12-13クイ

ーンズコー

ト東落合 C

棟 102号 

株式会社ケ

イゾクＳ＆

Ｓ 

兵庫県三木

市志染町中

自由が丘二

丁目 139番

地の 10 

令和６年４

月１日 

行動援護 

2815202342 訪問介護ス

テーション

あお 

兵庫県神戸

市西区伊川

谷町有瀬

43-１ブエ

ナビスタ

106 

株式会社ユ

ーユーフォ

ーム 

兵庫県神戸

市垂水区神

陵台２丁目

３番６号 

令和６年４

月１日 

居宅介護 
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2815202342 訪問介護ス

テーション

あお 

兵庫県神戸

市西区伊川

谷町有瀬

43-１ブエ

ナビスタ

106 

株式会社ユ

ーユーフォ

ーム 

兵庫県神戸

市垂水区神

陵台２丁目

３番６号 

令和６年４

月１日 

重度訪問介

護 

2815102500 Helper base.

ハノケア

兵庫県神戸

市中央区中

山手通一丁

目 15番７

号 502 

合同会社

hanocare 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通一丁

目 17番６

号 1004号 

令和６年４

月１日 

居宅介護 

2810802054 訪問介護 

まにまに 

兵庫県神戸

市垂水区霞

ケ丘２-４-

１霞ヶ丘マ

ンション

106号 

合同会社エ

ムケーコー

ポレーショ

ン 

兵庫県神戸

市垂水区潮

見が丘１-

５-26

令和６年４

月１日 

居宅介護 

2810802054 訪問介護 

まにまに 

兵庫県神戸

市垂水区霞

ケ丘２-４-

１霞ヶ丘マ

ンション

106号 

合同会社エ

ムケーコー

ポレーショ

ン 

兵庫県神戸

市垂水区潮

見が丘１-

５-26

令和６年４

月１日 

重度訪問介

護 

2815102492 Viola 兵庫県神戸

市中央区小

野柄通６-

１-９-311

号 

特定非営利

活動法人Ｔ

ＯＰＯ 

兵庫県神戸

市中央区小

野柄通６-

１-９-311

号 

令和６年４

月１日 

居宅介護 

2815102492 Viola 兵庫県神戸

市中央区小

野柄通６-

１-９-311

号 

特定非営利

活動法人Ｔ

ＯＰＯ 

兵庫県神戸

市中央区小

野柄通６-

１-９-311

号 

令和６年４

月１日 

行動援護 

2815202359 ＩＬ ＳＯ

ＬＥ 

兵庫県神戸

市西区南別

府一丁目

21番１号 

ＩＬ ＳＯ

ＬＥ株式会

社 

兵庫県神戸

市西区南別

府一丁目 21

番１号 

令和６年４

月１日 

就労継続支

援（Ａ型） 
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2815202375 ハレルソラ 

神戸西 

兵庫県神戸

市西区玉津

町新方 551 

医療法人社

団山緑会 

兵庫県神戸

市西区岩岡

町岩岡 890

番地の６ 

令和６年４

月１日 

生活介護 

2815202375 ハレルソラ 

神戸西 

兵庫県神戸

市西区玉津

町新方 551 

医療法人社

団山緑会 

兵庫県神戸

市西区岩岡

町岩岡 890

番地の６ 

令和６年４

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2810502019 freesia 兵庫県神戸

市兵庫区磯

之町１番

16号 

一般社団法

人イノセン

ト 

兵庫県神戸

市兵庫区磯

之町１番 16

号 

令和６年４

月１日 

就労継続支

援（Ａ型） 

2815101585 manaby三宮

事業所 

兵庫県神戸

市中央区八

幡通四丁目

２番９号 

フラワーロ

ードビル７

階 702号

室 

株式会社Ｈ

ＧＣ 

兵庫県神戸

市中央区八

幡通三丁目

１番 19号

日精ビル 

令和６年４

月１日 

就労定着支

援 

2810101549 就労継続支

援Ｂ型 オ

アシス 

兵庫県神戸

市東灘区御

影中町３丁

目１-18御

影師範ビル

２Ｆ 

株式会社

Unity 

兵庫県神戸

市須磨区須

磨浦通三丁

目２-23 

GEMBASEINS

UMA107号室 

令和６年４

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2815202367 ゆたかカレ

ッジ 神戸

学園都市キ

ャンパス 

兵庫県神戸

市西区学園

西町４丁目

１学園西カ

レッジハイ

ツ２-03Ａ

号 

株式会社コ

ペル 

東京都新宿

区新宿四丁

目１番６号

ＪＲ新宿ミ

ライナタワ

ー 

令和６年４

月１日 

自立訓練

（生活訓

練） 

2810502027 ＣＯＣＯワ

ークカレッ

ジ 湊川 

兵庫県神戸

市兵庫区荒

田町１丁目

19-３-５ 

株式会社シ

ンクデザイ

ン 

兵庫県神戸

市中央区栄

町通５丁目

２-２-803

号 

令和６年４

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 
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2810602264 神戸めだか 兵庫県神戸

市長田区長

楽町六丁目

２番 29号 

チャレンジ

ビル３階 

株式会社ス

フィーダ

兵庫県神戸

市長田区長

楽町六丁目

２番 29号 

チャレンジ

ビル３階 

令和６年４

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2810201133 ビーダッシ

ュ 

兵庫県神戸

市灘区記田

町２丁目１

番 18号 

合同会社空

と海 

兵庫県神戸

市灘区記田

町二丁目１

番 18号 

令和６年４

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2810600623 まちかどフ

ァームＫＯ

ＢＥ 

兵庫県神戸

市長田区細

田町６－１

－１ 

社会福祉法

人くすのき

会 

兵庫県神戸

市北区山田

町藍那瀬戸

２－４ 

令和６年４

月１日 

就労継続支

援（Ａ型） 

2810100731 オリンピア

住吉東 

兵庫県神戸

市東灘区住

吉東町３丁

目７番２号 

社会福祉法

人光朔会 

兵庫県神戸

市中央区生

田町１-２

-32

令和６年４

月１日 

生活介護 

2820800205 グループホ

ーム西舞子

音楽堂 

兵庫県神戸

市垂水区西

舞子２-４-

１-３F

特定非営利

活動法人音

楽堂 

兵庫県神戸

市須磨区平

田町一丁目

１-15

令和６年４

月１日 

共同生活援

助 

2810701611 移動支援 

レプタ

兵庫県神戸

市須磨区菊

池町１丁目

２-５石津

ビル４階 

株式会社Ｒ

ＵＯＬＯ 

兵庫県神戸

市須磨区菊

池町一丁目

２番５号石

津ビル４階 

令和６年５

月１日 

居宅介護 

2810701611 移動支援 

レプタ

兵庫県神戸

市須磨区菊

池町１丁目

２-５石津

ビル４階 

株式会社Ｒ

ＵＯＬＯ 

兵庫県神戸

市須磨区菊

池町一丁目

２番５号石

津ビル４階 

令和６年５

月１日 

重度訪問介

護 

2810101556 Ａkala 兵庫県神戸

市東灘区御

影塚町２丁

目 20番 20

号向山ビル

３Ｆ 

sentiment

合同会社 

兵庫県神戸

市東灘区甲

南町３-３

-12-104

令和６年５

月１日 

就労継続支

援（Ａ型） 
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2820600233 グループホ

ームあすか 

兵庫県神戸

市長田区丸

山町２丁目

２番 11号 

医療法人社

団林山朝日

診療所 

兵庫県神戸

市長田区林

山町７番地

の５ 

令和６年５

月１日 

共同生活援

助 

2810701629 彩葉 兵庫県神戸

市須磨区大

黒町２丁目

２-23アド

バンスコー

ポ１Ｃ 

一般社団法

人彩葉 

兵庫県神戸

市長田区水

笠通一丁目

４番２-１

号 

令和６年５

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2810802062 Ｕlu 兵庫県神戸

市垂水区舞

子坂４丁目

１-７舞子

坂シティビ

ル２階

株式会社Ａ

iolite 

兵庫県神戸

市垂水区西

舞子５丁目

２-11

令和６年５

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2815001363 ＬＵＸ Ｇ

ＡＭＥ 

兵庫県神戸

市中央区中

町通２丁目

２－17－２

Ａ 

株式会社キ

ャリアアッ

プ 

兵庫県神戸

市北区山田

町下谷上字

奥谷２-５ 

令和６年５

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2815102526 にじげん三

宮 

兵庫県神戸

市中央区御

幸通５-２-

５御幸通ビ

ル２Ｆ

株式会社ネ

クストＤ

徳島県徳島

市一番町三

丁目８番地

令和６年５

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2815102518 ＬＩＮＤＡ 兵庫県神戸

市中央区相

生町五丁目

10番 21号 

相生ビル

207号 

株式会社ハ

ートフルサ

ービス 

大阪府吹田

市江坂町一

丁目１番 19

号 

令和６年５

月１日 

就労継続支

援（Ａ型） 

2810502035 Ｒｅ：alize 兵庫県神戸

市兵庫区下

沢通６丁目

２番１-101

号 

有限会社桃

蹊舎 

兵庫県神戸

市兵庫区下

沢通八丁目

１番 21号 

令和６年５

月１日 

自立訓練

（生活訓

練） 
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2810602280 らくらく介

護 ありが

とう 

兵庫県神戸

市長田区大

塚町４丁目

１-11-201

一般社団法

人ありがと

う 

兵庫県加古

川市平岡町

中野 212番

地の５万葉

ハイツ東加

古川 408号 

令和６年６

月１日 

居宅介護 

2810602280 らくらく介

護 ありが

とう 

兵庫県神戸

市長田区大

塚町４丁目

１-11-201

一般社団法

人ありがと

う 

兵庫県加古

川市平岡町

中野 212番

地の５万葉

ハイツ東加

古川 408号 

令和６年６

月１日 

重度訪問介

護 

2815202383 Flow Lotus 兵庫県神戸

市西区王塚

台５-76-７ 

合同会社

Flow 

兵庫県神戸

市垂水区多

聞町 868- 

1337 

令和６年６

月１日 

居宅介護 

2815202383 Flow Lotus 兵庫県神戸

市西区王塚

台５-76-７ 

合同会社

Flow 

兵庫県神戸

市垂水区多

聞町 868- 

1337 

令和６年６

月１日 

重度訪問介

護 

2810201158 らいずケア

サービス

兵庫県神戸

市灘区烏帽

子町三丁目

２－６、１

階 

合同会社健

伸会 

兵庫県神戸

市灘区烏帽

子町三丁目

２－６、１

階 

令和６年６

月１日 

居宅介護 

2810201158 らいずケア

サービス

兵庫県神戸

市灘区烏帽

子町三丁目

２－６、１

階 

合同会社健

伸会 

兵庫県神戸

市灘区烏帽

子町三丁目

２－６、１

階 

令和６年６

月１日 

重度訪問介

護 

2810201158 らいずケア

サービス

兵庫県神戸

市灘区烏帽

子町三丁目

２－６、１

階 

合同会社健

伸会 

兵庫県神戸

市灘区烏帽

子町三丁目

２－６、１

階 

令和６年６

月１日 

同行援護 

2810601324 小谷ケアス

テーション

兵庫県神戸

市長田区大

橋町４丁目

３-５-303

有限会社小

谷ケアステ

ーション

兵庫県神戸

市長田区大

橋町４丁目

３-５-303

令和６年６

月１日 

同行援護 
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2820600241 共同生活援

助あそみぃ

しぐ 

兵庫県神戸

市長田区長

田天神町２

丁目７-19

株式会社ア

ソビゴエ

兵庫県神戸

市中央区中

町通４丁目

２番 11号

村上ビル３

階 

令和６年６

月１日 

共同生活援

助 

2815101080 バオバブ 兵庫県神戸

市中央区北

長狭通五丁

目５番 22

号 薔薇屋

ビル 201 

株式会社バ

オバブ

兵庫県神戸

市中央区北

長狭通５丁

目５-22 薔

薇屋ビル

201 

令和６年６

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2810801023 あすか 兵庫県神戸

市垂水区宮

本町３-13 

レイシェス

タ３F

合同会社ロ

ジェ 

兵庫県神戸

市垂水区宮

本町３丁目

13番地 

令和６年６

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2815001900 らいず 兵庫県神戸

市北区広陵

町６丁目

174-１ジョ

イントセン

ター東棟

６・７号室 

合同会社健

伸会 

兵庫県神戸

市灘区烏帽

子町三丁目

２-６、１階

令和６年６

月１日 

生活介護 

2815102534 ケアステー

ションなご

みん 

兵庫県神戸

市中央区大

日通二丁目

４番９号 

なごみん株

式会社 

兵庫県神戸

市中央区大

日通二丁目

４番９号 

令和６年７

月１日 

居宅介護 

2815102534 ケアステー

ションなご

みん 

兵庫県神戸

市中央区大

日通二丁目

４番９号 

なごみん株

式会社 

兵庫県神戸

市中央区大

日通二丁目

４番９号 

令和６年７

月１日 

重度訪問介

護 

2815202417 いやしの風 兵庫県神戸

市西区狩場

台５-５

-139

株式会社い

やしの風 

兵庫県神戸

市西区狩場

台五丁目５

番地の 139 

令和６年７

月１日 

居宅介護 

2815202417 いやしの風 兵庫県神戸

市西区狩場

台５-５

-139

株式会社い

やしの風 

兵庫県神戸

市西区狩場

台五丁目５

番地の 139 

令和６年７

月１日 

重度訪問介

護 
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2815202417 いやしの風 兵庫県神戸

市西区狩場

台５-５

-139

株式会社い

やしの風 

兵庫県神戸

市西区狩場

台五丁目５

番地の 139 

令和６年７

月１日 

同行援護 

2815202391 ケアステー

ション結び

屋 

兵庫県神戸

市西区池上

二丁目 39-

７グランメ

ゾン池上Ⅱ

202号室 

株式会社結

び屋 

兵庫県神戸

市西区池上

二丁目 26

番地の 35 

令和６年７

月１日 

居宅介護 

2815202391 ケアステー

ション結び

屋 

兵庫県神戸

市西区池上

二丁目 39-

７グランメ

ゾン池上Ⅱ

202号室 

株式会社結

び屋 

兵庫県神戸

市西区池上

二丁目 26

番地の 35 

令和６年７

月１日 

重度訪問介

護 

2810501979 ケアステー

ションビゴ

ップ 

兵庫県神戸

市兵庫区永

沢町４丁目

４番 18号 

赤浦永沢ビ

ル 205号

合同会社Ｂ

ｉｇ Ｕｐ 

兵庫県神戸

市垂水区霞

ケ丘六丁目

８番 25号 

令和６年７

月１日 

行動援護 

2810501979 ケアステー

ションビゴ

ップ 

兵庫県神戸

市兵庫区永

沢町４丁目

４番 18号 

赤浦永沢ビ

ル 205号

合同会社Ｂ

ｉｇ Ｕｐ 

兵庫県神戸

市垂水区霞

ケ丘六丁目

８番 25号 

令和６年７

月１日 

同行援護 

2815202409 ヘルパース

テーション

ちぇりー 

兵庫県神戸

市西区玉津

町今津 169 

-１-507号

合同会社エ

スコートラ

ンナー

兵庫県神戸

市西区玉津

町今津 169 

-１-507

令和６年７

月１日 

居宅介護 

2815202409 ヘルパース

テーション

ちぇりー 

兵庫県神戸

市西区玉津

町今津 169 

-１-507号

合同会社エ

スコートラ

ンナー

兵庫県神戸

市西区玉津

町今津 169 

-１-507

令和６年７

月１日 

重度訪問介

護 
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2815001918 訪問介護ス

テーション

パレット 

兵庫県神戸

市北区八多

町中 1420 

ラッキーコ

ーポ 101号

室 

合同会社グ

レーシズ

兵庫県神戸

市北区鹿の

子台南町４

丁目 16番

４号 

令和６年７

月１日 

居宅介護 

2815001918 訪問介護ス

テーション

パレット 

兵庫県神戸

市北区八多

町中 1420 

ラッキーコ

ーポ 101号

室 

合同会社グ

レーシズ

兵庫県神戸

市北区鹿の

子台南町４

丁目 16番

４号 

令和６年７

月１日 

重度訪問介

護 

2815001926 ユースタイ

ルケア 神

戸北センタ

ー 

兵庫県神戸

市北区上津

台３-５-20 

合同会社福

むすび 

兵庫県神戸

市北区上津

台三丁目５

-20

令和６年７

月１日 

居宅介護 

2815001926 ユースタイ

ルケア 神

戸北センタ

ー 

兵庫県神戸

市北区上津

台３-５-20 

合同会社福

むすび 

兵庫県神戸

市北区上津

台三丁目５

-20

令和６年７

月１日 

重度訪問介

護 

2810600185 高齢者生協

ケアステー

ションなが

た 

兵庫県神戸

市長田区大

橋町９丁目

４-６

兵庫県高齢

者生活協同

組合 

兵庫県神戸

市長田区大

橋町９丁目

４-６

令和６年７

月１日 

同行援護 

2810502076 わいわいこ

こん 

兵庫県神戸

市兵庫区中

道通２-２

-11 天満

ビル１Ｆ 

一般社団法

人ウォール

ナット

兵庫県神戸

市兵庫区夢

野町二丁目

３番地 

令和６年７

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2820500094 しんわ神戸

ホーム

兵庫県神戸

市兵庫区湊

川町３丁目

２番５号フ

ォーレスト

ビラ３階 

一般社団法

人福祉心話

会 

兵庫県西宮

市甲子園六

石町５番 29

号 

令和６年７

月１日 

共同生活援

助 
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2810502043 しんわ神戸

事業所 

兵庫県神戸

市兵庫区湊

川町３丁目

２番５号フ

ォーレスト

ビラ１階 

一般社団法

人福祉心話

会 

兵庫県西宮

市甲子園六

石町５番 29

号 

令和６年７

月１日 

生活介護 

2810602306 イロドリ 兵庫県神戸

市長田区細

田町一丁目

４番 17号 

リフュージ

ュ細田Ⅱ 

株式会社

PLAST 

兵庫県神戸

市長田区腕

塚町四丁目

２番１号 

令和６年７

月１日 

生活介護 

2815102351 リワークセ

ンター三宮 

兵庫県神戸

市中央区江

戸町 104番

地江戸町

104-３階

305号室 

株式会社

Rodina 

広島県広島

市南区松原

町２番 62

号 広島 JP

ビルディン

グ７階 

令和６年７

月１日 

就労定着支

援 

2815102120 テックエキ

スパート三

宮オフィス 

兵庫県神戸

市中央区御

幸通４丁目

２-15 三

宮米本ビル

１階 

株式会社テ

ックエキス

パート 

大阪府高槻

市上田辺町

１番 30号

上田辺ビル

５階 

令和６年７

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2810502068 おにぎり丸 兵庫県神戸

市兵庫区東

山町１丁目

１-10 

合同会社村

上 

兵庫県神戸

市兵庫区荒

田町四丁目

29番 22- 

1301号 

令和６年７

月１日 

就労継続支

援（Ｂ型） 
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神戸市告示第345号 

次の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）第 51 条の 14 第１項の指定一般相談支援事業者の指定をしたので、同法第 51 条

の 30 第１項第１号の規定により告示する。 

令和６年 10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2835200219 相談支援事

業所１ 

兵庫県神戸

市西区王塚

台二丁目 50

番２号マン

ションロア

305号 

一般社団法

人福の神 

兵庫県神戸

市西区王塚

台二丁目 50

番２号マン

ションロア

305号 

令和６年７

月１日 

地域移行支

援 

2835200219 相談支援事

業所１ 

兵庫県神戸

市西区王塚

台二丁目 50

番２号マン

ションロア

305号 

一般社団法

人福の神 

兵庫県神戸

市西区王塚

台二丁目 50

番２号マン

ションロア

305号 

令和６年７

月１日 

地域定着支

援 

2830100216 相談支援事

業所 蒼暖

の凪 

兵庫県神戸

市東灘区本

山中町三丁

目８番 22

号パレ・プ

ラス本山

101号 

合同会社蒼

暖の凪 

兵庫県神戸

市東灘区本

山中町三丁

目８番 22

号 

令和６年７

月１日 

地域移行支

援 

2830100216 相談支援事

業所 蒼暖

の凪 

兵庫県神戸

市東灘区本

山中町三丁

目８番 22

号パレ・プ

ラス本山

101号 

合同会社蒼

暖の凪 

兵庫県神戸

市東灘区本

山中町三丁

目８番 22

号 

令和６年７

月１日 

地域定着支

援 
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神戸市告示第346号 

次の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123号）第 51条の 17 第１項第１号の指定特定相談支援事業者の指定をしたので、同法第

51 条の 30第２項第１号の規定により告示する。 

令和６年 10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2830200164 相談支援事

業所はれく

ら 

兵庫県神戸

市灘区城内

通２丁目３

-３ １-Ａ

合同会社ク

ラストリー

兵庫県神戸

市東灘区御

影三丁目６

番８号 

令和６年５

月１日 

計画相談支

援 

2835100179 相談支援事

業所 link 

兵庫県神戸

市中央区坂

口通５-２-

３ＴＭハイ

ツ 101号

合同会社ロ

イヤルライ

フ 

大阪府大阪

市西成区松

一丁目３番

８号 206号

室 

令和６年５

月１日 

計画相談支

援 

2835000239 障害福祉サ

ービスの相

談ができる

事務所 ら

ふぃん 

兵庫県神戸

市北区唐櫃

台２-23-８ 

株式会社お

てだま 

兵庫県神戸

市北区唐櫃

台二丁目 19

番 14号 

令和６年６

月１日 

計画相談支

援 

2835000221 かいてき支

援センター 

兵庫県神戸

市北区南五

葉１丁目３

番 17号 

株式会社か

いてき介護

サービス

兵庫県神戸

市北区南五

葉１丁目３

番 17号 

令和６年６

月１日 

計画相談支

援 

2835100187 ＮＩＮＯ障

がい児・者

相談支援セ

ンター神戸

三宮 

兵庫県神戸

市中央区二

宮町三丁目

５番 16号

三宮パーク

ハイム 102

号室 

一般社団法

人日本発達

障がい支援

基金 

兵庫県神戸

市中央区琴

ノ緒町五丁

目５番９号 

令和６年７

月１日 

計画相談支

援 
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2835200219 相談支援事

業所１ 

兵庫県神戸

市西区王塚

台二丁目 50

番２号マン

ションロア

305号 

一般社団法

人福の神 

兵庫県神戸

市西区王塚

台二丁目 50

番２号マン

ションロア

305号 

令和６年７

月１日 

計画相談支

援 

2830200172 相談支援事

業所 おむ

すび 

兵庫県神戸

市灘区稗原

町二丁目２

-21ミレフ

ィールド六

甲道３階西

合同会社 

はち 

兵庫県神戸

市灘区稗原

町二丁目２

-21ミレフ

ィールド六

甲道３階西

令和６年７

月１日 

計画相談支

援 

2835000247 相談支援事

業所 いご

ころ 

兵庫県神戸

市北区有野

町唐櫃 4311

番地の１ 

合同会社 

レガラ

兵庫県神戸

市北区有野

町唐櫃 4298

番地の 63 

令和６年７

月１日 

計画相談支

援 

2830100216 相談支援事

業所 蒼暖

の凪 

兵庫県神戸

市東灘区本

山中町三丁

目８番 22

号パレ・プ

ラス本山

101号 

合同会社蒼

暖の凪 

兵庫県神戸

市東灘区本

山中町三丁

目８番 22

号 

令和６年７

月１日 

計画相談支

援 

2835200227 相談支援事

業所つなぐ 

兵庫県神戸

市西区春日

台３丁目１

-７-204

特定非営利

活動法人リ

ハケア神戸

兵庫県神戸

市西区宮下

一丁目５番

２号 

令和６年７

月１日 

計画相談支

援 
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神戸市告示第347号 

次の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123号）第 46条第２項の規定による事業の廃止の届出があったため、同法第 51条第２号

の規定により告示する。 

令和６年 10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

廃止年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2810601878 サルビア訪

問介護ステ

ーション 

兵庫県神戸

市長田区水

笠通６丁目

５番 10号

金本ビル１

Ｆ 

株式会社ポ

ラリス

大阪府豊中

市春日町１

丁目３番３

号 

令和６年４

月 28日 

居宅介護 

2810601878 サルビア訪

問介護ステ

ーション 

兵庫県神戸

市長田区水

笠通６丁目

５番 10号

金本ビル１

Ｆ 

株式会社ポ

ラリス

大阪府豊中

市春日町１

丁目３番３

号 

令和６年４

月 28日 

重度訪問介

護 

2810801486 カンナサミ

ット 

兵庫県神戸

市垂水区名

谷町 1011－

１グリーン

ハイツ松本

204号 

株式会社甲

斐総合企画 

兵庫県神戸

市垂水区名

谷町 1011－

１－204 

令和６年４

月 30日 

居宅介護 

2815101304 ワークステ

ーション 

パピヨン 

兵庫県神戸

市中央区相

生町５丁目

10番 21号 

相生ビル

207号 

株式会社Ｌ

ＩＮＤＡ 

兵庫県神戸

市中央区相

生町５丁目

10番 21号 

令和６年４

月 30日 

就労継続支

援（Ａ型） 
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2810601472 Ｗelくれよ

ん 

兵庫県神戸

市長田区若

松町４丁目

４番 10号

アスタクエ

スタ北棟３

F 

特定非営利

活動法人知

的障害児・

者療育サポ

ートセンタ

ー・くれよ

ん 

兵庫県神戸

市長田区若

松町４丁目

４-１アス

タクエスタ

南棟 503号 

令和６年４

月 30日 

生活介護 

2810600854 Withくれよ

ん 

兵庫県神戸

市長田区若

松町４丁目

４番１号 

アスタクエ

スタ南棟

特定非営利

活動法人知

的障害児・

者療育サポ

ートセンタ

ー・くれよ

ん 

兵庫県神戸

市長田区若

松町４丁目

４－１アス

タクエスタ

南棟 503号 

令和６年４

月 30日 

就労継続支

援（Ｂ型） 

2810800884 障害福祉サ

ービス事業

所ハッピー 

兵庫県神戸

市垂水区坂

上四丁目１

番 28号ﾏﾝｼ

ｮﾝﾐﾓｻﾞ 102

号室 

ハッピー合

同会社 

兵庫県神戸

市垂水区坂

上３丁目２

－23－404

号 

令和６年５

月 31日 

居宅介護 

2810800884 障害福祉サ

ービス事業

所ハッピー 

兵庫県神戸

市垂水区坂

上四丁目１

番 28号ﾏﾝｼ

ｮﾝﾐﾓｻﾞ 102

号室 

ハッピー合

同会社 

兵庫県神戸

市垂水区坂

上３丁目２

－23－404

号 

令和６年５

月 31日 

重度訪問介

護 

2810101515 ケアステー

ションハー

トフリー

兵庫県神戸

市東灘区甲

南町３丁目

７-19養老

甲南ビル

101号 

一般社団法

人社会福祉

共役会 

兵庫県芦屋

市月若町７

番 19-202

号 

令和６年５

月 31日 

居宅介護 

2810101515 ケアステー

ションハー

トフリー

兵庫県神戸

市東灘区甲

南町３丁目

７-19養老

甲南ビル

101号 

一般社団法

人社会福祉

共役会 

兵庫県芦屋

市月若町７

番 19-202

号 

令和６年５

月 31日 

重度訪問介

護 
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2810101515 ケアステー

ションハー

トフリー

兵庫県神戸

市東灘区甲

南町３丁目

７-19養老

甲南ビル

101号 

一般社団法

人社会福祉

共役会 

兵庫県芦屋

市月若町７

番 19-202

号 

令和６年５

月 31日 

同行援護 

2810601803 らくらく介

護 笑楽 

兵庫県神戸

市長田区大

塚町１丁目

８－11プレ

ノ長田１Ｆ

一般社団法

人朝月福祉

会 

兵庫県神戸

市兵庫区湊

川町 10丁

目 26番８

号 

令和６年５

月 31日 

居宅介護 

2810601803 らくらく介

護 笑楽 

兵庫県神戸

市長田区大

塚町１丁目

８－11プレ

ノ長田１Ｆ

一般社団法

人朝月福祉

会 

兵庫県神戸

市兵庫区湊

川町 10丁

目 26番８

号 

令和６年５

月 31日 

重度訪問介

護 

2810700811 エナケアセ

ンター

兵庫県神戸

市須磨区神

の谷一丁目

１番 79－

504号 

株式会社エ

ナ５・３

兵庫県神戸

市須磨区神

の谷一丁目

１番 79－

504号 

令和６年５

月 19日 

居宅介護 

2810700811 エナケアセ

ンター

兵庫県神戸

市須磨区神

の谷一丁目

１番 79－

504号 

株式会社エ

ナ５・３

兵庫県神戸

市須磨区神

の谷一丁目

１番 79－

504号 

令和６年５

月 19日 

重度訪問介

護 

2815001876 ハートフリ

ーコンフォ

ール 

兵庫県神戸

市北区筑紫

が丘４丁目

１-３ 筑

紫が丘店舗

Ａ区画 

一般社団法

人社会福祉

共役会 

兵庫県芦屋

市月若町７

番 19-202

号 

令和６年５

月 31日 

生活介護 

2810801023 就労継続支

援Ａ型事業

所 あすか 

兵庫県神戸

市垂水区宮

本町３-13 

レイシェス

タ３F

合同会社ロ

ジェ 

兵庫県神戸

市垂水区宮

本町３丁目

13番地 

令和６年５

月 31日 

就労継続支

援（Ａ型） 
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2810101101 ライフデザ

インみんな

の家 

兵庫県神戸

市東灘区森

南町３丁目

４－22 

一般社団法

人 Laugh＆

Peace 

兵庫県神戸

市東灘区森

南町３丁目

４－22 

令和６年７

月１日 

居宅介護 

2810101101 ライフデザ

インみんな

の家 

兵庫県神戸

市東灘区森

南町３丁目

４－22 

一般社団法

人 Laugh＆

Peace 

兵庫県神戸

市東灘区森

南町３丁目

４－22 

令和６年７

月１日 

重度訪問介

護 

2810101101 ライフデザ

インみんな

の家 

兵庫県神戸

市東灘区森

南町３丁目

４－22 

一般社団法

人 Laugh＆

Peace 

兵庫県神戸

市東灘区森

南町３丁目

４－22 

令和６年７

月１日 

行動援護 

2815101205 朱史ケアセ

ンター

兵庫県神戸

市中央区二

宮町３丁目

13-４

朱史株式会

社 

兵庫県神戸

市東灘区本

山北町四丁

目９番６号 

令和６年６

月 14日 

居宅介護 

2815101205 朱史ケアセ

ンター

兵庫県神戸

市中央区二

宮町３丁目

13-４

朱史株式会

社 

兵庫県神戸

市東灘区本

山北町四丁

目９番６号 

令和６年６

月 14日 

重度訪問介

護 

2815101205 朱史ケアセ

ンター

兵庫県神戸

市中央区二

宮町３丁目

13-４

朱史株式会

社 

兵庫県神戸

市東灘区本

山北町四丁

目９番６号 

令和６年６

月 14日 

同行援護 

2815100496 ヘルパース

テーション

あぁす 

兵庫県神戸

市中央区旗

塚通５丁目

１－25 

特定非営利

活動法人地

域福祉会あ

ぁす 

兵庫県神戸

市東灘区住

吉本町１丁

目１－32 

令和６年６

月 30日 

居宅介護 

2815100496 ヘルパース

テーション

あぁす 

兵庫県神戸

市中央区旗

塚通５丁目

１－25 

特定非営利

活動法人地

域福祉会あ

ぁす 

兵庫県神戸

市東灘区住

吉本町１丁

目１－32 

令和６年６

月 30日 

重度訪問介

護 

2815100496 ヘルパース

テーション

あぁす 

兵庫県神戸

市中央区旗

塚通５丁目

１－25 

特定非営利

活動法人地

域福祉会あ

ぁす 

兵庫県神戸

市東灘区住

吉本町１丁

目１－32 

令和６年６

月 30日 

同行援護 

2815201815 ひまわり生

活介護 

兵庫県神戸

市西区曙町

22番地の１ 

特定非営利

活動法人ひ

まわり 

兵庫県神戸

市西区岩岡

町古郷 1528

番地の 12 

令和６年６

月 30日 

生活介護 
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神戸市告示第348号 

次の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）第 51 条の 25 第２項の規定による事業の廃止の届出があったため、同法第 51 条

の 30 第１項第２号の規定により告示する。 

令和６年 10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

廃止年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2830100208 相談支援事

業所ハート

フリー

兵庫県神戸

市東灘区甲

南町３丁目

７-19 養

老甲南ビル

101号 

一般社団法

人社会福祉

共役会 

兵庫県芦屋

市月若町７

番 19-202

号 

令和６年５

月 31日 

地域移行支

援 

2830100208 相談支援事

業所ハート

フリー

兵庫県神戸

市東灘区甲

南町３丁目

７-19 養

老甲南ビル

101号 

一般社団法

人社会福祉

共役会 

兵庫県芦屋

市月若町７

番 19-202

号 

令和６年５

月 31日 

地域定着支

援 
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神戸市告示第349号 

次の事業者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17

年法律第 123 号）第 51 条の 25 第４項の規定による事業の廃止の届出があったため、同法第 51 条

の 30 第２項第２号の規定により告示する。 

令和６年 10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

廃止年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2835000130 相談支援事

業所えみの

き 

兵庫県神戸

市北区しあ

わせの村１

-20

社会福祉法

人新緑福祉

会 

兵庫県神戸

市西区玉津

町水谷字セ

リ合 400-７

令和６年４

月 30日 

計画相談支

援 

2830100208 相談支援事

業所ハート

フリー

兵庫県神戸

市東灘区甲

南町３丁目

７-19 養

老甲南ビル

101号 

一般社団法

人社会福祉

共役会 

兵庫県芦屋

市月若町７

番 19-202

号 

令和６年５

月 31日 

計画相談支

援 

2835200151 相談支援事

業所つなぐ 

兵庫県神戸

市西区春日

台３丁目１

-７-204

一般社団法

人つなぐ福

祉会 

兵庫県神戸

市西区春日

台五丁目８

番地の９ 

令和６年６

月 30日 

計画相談支

援 
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神戸市告示第350号 

次の事業者について、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164号）第 21 条の５の３第１項の指定障害

児通所支援事業者の指定をしたので、同法第 21条の５の 25 第１号の規定により告示する。 

令和６年 10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2850800331 ちぇりっし

ゅ垂水 

兵庫県神戸

市垂水区海

岸通４-23-

１Ｆ 

株式会社

C-cherish

兵庫県神戸

市西区伊川

谷町有瀬

1512番地の

10 

令和６年４

月１日 

児童発達支

援 

2850800331 ちぇりっし

ゅ垂水 

兵庫県神戸

市垂水区海

岸通４-23-

１Ｆ 

株式会社

C-cherish

兵庫県神戸

市西区伊川

谷町有瀬

1512番地の

10 

令和６年４

月１日 

放課後等デ

イサービス

2855000358 ブロッサム

ジュニア 

北神戸教室 

兵庫県神戸

市北区八多

町中 881 

スペース

881 １F-１

号室 

株式会社充

理塾 

兵庫県芦屋

市業平町２

番 10号 

令和６年４

月１日 

児童発達支

援 

2855000358 ブロッサム

ジュニア 

北神戸教室 

兵庫県神戸

市北区八多

町中 881 ス

ペース 881 

１F-１号室 

株式会社充

理塾 

兵庫県芦屋

市業平町２

番 10号 

令和６年４

月１日 

放課後等デ

イサービス

2850600244 子どもみら

いサポート 

あくしす新

長田 

兵庫県神戸

市長田区水

笠通四丁目

５番２号 

デコール神

戸Ⅱ 101

号 

株式会社陽

輝の木 

兵庫県神戸

市長田区水

笠通四丁目

５番２号 

令和６年４

月１日 

放課後等デ

イサービス
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2850500279 Child ぱ

ふぇ 

兵庫県神戸

市兵庫区松

本通三丁目

１番８-101

号 

合同会社ｔ

ｒｅｅ  f

ＩeＬＤ 

兵庫県神戸

市兵庫区松

本通三丁目

１番８-101

号 

令和６年４

月１日 

保育所等訪

問支援 

2855000366 兵庫県済生

会児童発達

支援事業所

なないろ 

兵庫県神戸

市北区藤原

台中町五丁

目１番１号 

社会福祉法

人恩賜財団

済生会支部

兵庫県済生

会 

兵庫県神戸

市北区藤原

台中町五丁

目１番１号 

令和６年４

月１日 

児童発達支

援 

2855000051 しらゆりフ

レンドリー

クラブ

兵庫県神戸

市北区大脇

台 12番地

の１ 

社会福祉法

人白百合学

園 

兵庫県神戸

市北区大脇

台 12－１ 

令和６年４

月１日 

保育所等訪

問支援 

2850700234 子どもみら

いサポート 

あくしす妙

法寺 

兵庫県神戸

市須磨区清

水台一丁目

８-５グレ

ーシィ須磨

アルテピア

Ⅰ番街１Ｆ

１号 

株式会社み

らいず 

兵庫県神戸

市北区南五

葉一丁目１

番鈴蘭台第

四団地１号

棟 101 

令和６年５

月１日 

児童発達支

援 

2850700234 子どもみら

いサポート 

あくしす妙

法寺 

兵庫県神戸

市須磨区清

水台一丁目

８-５グレ

ーシィ須磨

アルテピア

Ⅰ番街１Ｆ

１号 

株式会社み

らいず 

兵庫県神戸

市北区南五

葉一丁目１

番鈴蘭台第

四団地１号

棟 101 

令和６年５

月１日 

放課後等デ

イサービス

2850100153 しょうせい

式児童発達

支援・放課

後等デイサ

ービスぷり

ん 甲南山

手 

兵庫県神戸

市東灘区本

庄町３丁目

７-21

株式会社翔

聖 

兵庫県芦屋

市船戸町２

番１-204号 

令和６年５

月１日 

児童発達支

援 
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2850200276 Ｕｏ－Ｓａ

ｏ’ 

兵庫県神戸

市灘区岩屋

北町７丁目

２-14 

合同会社ウ

オーサオー 

兵庫県神戸

市東灘区本

山北町四丁

目６番３号 

令和６年５

月１日 

児童発達支

援 

2850200276 Ｕｏ－Ｓａ

ｏ’ 

兵庫県神戸

市灘区岩屋

北町７丁目

２-14 

合同会社ウ

オーサオー 

兵庫県神戸

市東灘区本

山北町四丁

目６番３号 

令和６年５

月１日 

放課後等デ

イサービス 

2850200276 Ｕｏ－Ｓａ

ｏ’ 

兵庫県神戸

市灘区岩屋

北町７丁目

２-14 

合同会社ウ

オーサオー 

兵庫県神戸

市東灘区本

山北町四丁

目６番３号 

令和６年５

月１日 

保育所等訪

問支援 

2850800349 ひらそる 兵庫県神戸

市垂水区向

陽二丁目６

番 26号 

パレス向陽

203 

合同会社ネ

モフィラブ 

兵庫県明石

市田町二丁

目９-21 

フローリッ

シュ２ 

203号室 

令和６年５

月１日 

児童発達支

援 

2850800349 ひらそる 兵庫県神戸

市垂水区向

陽二丁目６

番 26号 

パレス向陽

203 

合同会社ネ

モフィラブ 

兵庫県明石

市田町二丁

目９-21 

フローリッ

シュ２ 

203号室 

令和６年５

月１日 

放課後等デ

イサービス 

2850700226 そだちの空

間ＬＩＮＫ

Ｓ 名谷 

兵庫県神戸

市須磨区北

落合２丁目

11-39エグ

ゼガーデン

２階 

有限会社エ

グゼ 

兵庫県神戸

市須磨区北

落合２丁目

11-39 

令和６年５

月１日 

放課後等デ

イサービス 

2850600251 放課後等デ

イサービス 

ウィズ・ユ

ーたかとり 

兵庫県神戸

市長田区若

松町十一丁

目１-12 

こころ合同

会社 

兵庫県神戸

市長田区若

松町十一丁

目１-12 

令和６年６

月１日 

児童発達支

援 

2850600251 放課後等デ

イサービス 

ウィズ・ユ

ーたかとり 

兵庫県神戸

市長田区若

松町十一丁

目１-12 

こころ合同

会社 

兵庫県神戸

市長田区若

松町十一丁

目１-12 

令和６年６

月１日 

放課後等デ

イサービス 
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2855000374 放課後等デ

イサービス

レインボー

スカイ

兵庫県神戸

市北区筑紫

が丘５丁目

12番 11号 

スポルトリ

ハケアサポ

ート株式会

社 

兵庫県神戸

市北区甲栄

台五丁目 10

番 19号 

令和６年６

月１日 

児童発達支

援 

2855000374 放課後等デ

イサービス

レインボー

スカイ

兵庫県神戸

市北区筑紫

が丘５丁目

12番 11号 

スポルトリ

ハケアサポ

ート株式会

社 

兵庫県神戸

市北区甲栄

台五丁目 10

番 19号 

令和６年６

月１日 

放課後等デ

イサービス

2850700069 リハ・リハ

キッズ Ｐ

ｏｗｅｒｓ

板宿 Ｆｒ

ｉｅｎｄｓ 

兵庫県神戸

市須磨区飛

松町２丁目

５－17 

株式会社Ｒ

ＥＨＡ・Ｌ

ＩＢＥＲＯ 

兵庫県神戸

市垂水区学

が丘一丁目

12番 11号 

令和６年６

月１日 

保育所等訪

問支援 

2850700242 放課後ﾃﾞｲ

Ｇｒａｎｎ

ｙ神戸 

兵庫県神戸

市須磨区南

落合１丁目

19-６

ＣＨＩＬＤ 

ＣＡＲＥ合

同会社 

兵庫県神戸

市中央区橘

通一丁目１

番 10-205

号 

令和６年７

月１日 

放課後等デ

イサービス

2850600269 イロドリ 兵庫県神戸

市長田区細

田町１丁目

４番 17号 

株式会社Ｐ

ＬＡＳＴ 

兵庫県神戸

市長田区腕

塚町四丁目

２番１号 

令和６年７

月１日 

児童発達支

援 

2850600269 イロドリ 兵庫県神戸

市長田区細

田町１丁目

４番 17号 

株式会社Ｐ

ＬＡＳＴ 

兵庫県神戸

市長田区腕

塚町四丁目

２番１号 

令和６年７

月１日 

放課後等デ

イサービス

2855200412 くれせんと

大久保 

兵庫県神戸

市西区竜が

岡１丁目７

-１

株式会社み

らいクリエ

ーション 

大阪府大阪

市中央区淡

路町三丁目

３番２ｰ

1402号 

令和６年７

月１日 

児童発達支

援 

2855200412 くれせんと

大久保 

兵庫県神戸

市西区竜が

岡１丁目７

-１

株式会社み

らいクリエ

ーション 

大阪府大阪

市中央区淡

路町三丁目

３番２ｰ

1402号 

令和６年７

月１日 

放課後等デ

イサービス

2850600277 すくはぐ新

長田 

兵庫県神戸

市長田区若

松町三丁目

１番１号 

合同会社す

くはぐ 

兵庫県西脇

市小坂町 74

番地 

令和６年７

月１日 

児童発達支

援 
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2850600277 すくはぐ新

長田 

兵庫県神戸

市長田区若

松町三丁目

１番１号 

合同会社す

くはぐ 

兵庫県西脇

市小坂町 74

番地 

令和６年７

月１日 

放課後等デ

イサービス

2850700531 重症心身障

がい児児童

発達支援Ｇ

ＯＧＯ 

兵庫県神戸

市須磨区天

神町４丁目

４番 35号

アスミビル

１階 

特定非営利

活動法人ヘ

ルパーＧＯ

ＧＯ 

兵庫県神戸

市須磨区天

神町４丁目

４－35アス

ミビル１階

令和６年７

月１日 

児童発達支

援 

2850500188 神戸ケアエ

ースホーム 

兵庫県神戸

市兵庫区北

逆瀬川町４

-16

有限会社神

戸ケアエー

ス 

兵庫県神戸

市長田区東

尻池町１丁

目３-２ 

令和６年７

月１日 

児童発達支

援 
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神戸市告示第351号 

次の事業者について、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 24 条の 26 第１項第１号の指定

障害児相談支援事業者の指定をしたので、同法第 24 条の 37 第１号の規定により告示する。 

令和６年 10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

指定年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2870200124 相談支援事

業所はれく

ら 

兵庫県神戸

市灘区城内

通２丁目３

-３ １-Ａ

合同会社ク

ラストリー

兵庫県神戸

市東灘区御

影三丁目６

番８号 

令和６年５

月１日 

障害児相談

支援 

2875000149 障害福祉サ

ービスの相

談ができる

事業所 ら

ふぃん 

兵庫県神戸

市北区唐櫃

台２-23-８ 

株式会社お

てだま 

兵庫県神戸

市北区唐櫃

台二丁目 19

番 14号 

令和６年６

月１日 

障害児相談

支援 

2875100113 ＮＩＮＯ障

がい児・者

相談支援セ

ンター神戸

三宮 

兵庫県神戸

市中央区二

宮町三丁目

５番 16号

三宮パーク

ハイム 102

号室 

一般社団法

人日本発達

障がい支援

基金 

兵庫県神戸

市中央区琴

ノ緒町五丁

目５番９号 

令和６年７

月１日 

障害児相談

支援 

2875200186 相談支援事

業所１ 

兵庫県神戸

市西区王塚

台二丁目 50

番２号マン

ションロア

305号 

一般社団法

人福の神 

兵庫県神戸

市西区王塚

台二丁目 50

番２号マン

ションロア

305号 

令和６年７

月１日 

障害児相談

支援 

2870200132 相談支援事

業所 おむ

すび 

兵庫県神戸

市灘区稗原

町二丁目２

-21ミレフ

ィールド六

甲道３階西

合同会社 

はち 

兵庫県神戸

市灘区稗原

町二丁目２

-21ミレフ

ィールド六

甲道３階西

令和６年７

月１日 

障害児相談

支援 
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2875000156 相談支援事

業所 いご

ころ 

兵庫県神戸

市北区有野

町唐櫃 4311

番地の１ 

合同会社 

レガラ

兵庫県神戸

市北区有野

町唐櫃 4298

番地の 63 

令和６年７

月１日 

障害児相談

支援 

2870100167 相談支援事

業所 蒼暖

の凪 

兵庫県神戸

市東灘区本

山中町三丁

目８番 22

号パレ・プ

ラス本山

101号 

合同会社蒼

暖の凪 

兵庫県神戸

市東灘区本

山中町三丁

目８番 22

号 

令和６年７

月１日 

障害児相談

支援 

2875200194 相談支援事

業所つなぐ 

兵庫県神戸

市西区春日

台３丁目１

-７-204

特定非営利

活動法人リ

ハケア神戸

兵庫県神戸

市西区宮下

一丁目５番

２号 

令和６年７

月１日 

障害児相談

支援 
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神戸市告示第352号 

次の事業者について、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の５の 20 第４項の規定に

よる事業の廃止の届出があったため、同法第 21条の５の 25 第２号の規定により告示する。 

令和６年 10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

廃止年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2850600822 シュピーレ

ン 

兵庫県神戸

市長田区川

西通４－

102－９ 

特定非営利

活動法人ト

レッペン

兵庫県神戸

市長田区山

下町２丁目

１番 10号 

令和６年５

月 31日 

放課後等デ

イサービス

2855100018 さくらこど

もセンター 

神戸北野校 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通２丁

目 15-１ 

アトラス神

戸中山手通

１Ｆ 

さくらこど

もセンター

合同会社 

兵庫県三田

市弥生が丘

五丁目 14

番地５ 

令和６年５

月 31日 

児童発達支

援 

2855100018 さくらこど

もセンター 

神戸北野校 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通２丁

目 15-１ 

アトラス神

戸中山手通

１Ｆ 

さくらこど

もセンター

合同会社 

兵庫県三田

市弥生が丘

五丁目 14

番地５ 

令和６年５

月 31日 

放課後等デ

イサービス

2855100018 さくらこど

もセンター 

神戸北野校 

兵庫県神戸

市中央区中

山手通２丁

目 15-１ 

アトラス神

戸中山手通

１Ｆ 

さくらこど

もセンター

合同会社 

兵庫県三田

市弥生が丘

五丁目 14

番地５ 

令和６年５

月 31日 

保育所等訪

問支援 
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2855000721 放課後等デ

イサービス

ハイ・に

こ・ポン 

兵庫県神戸

市北区有野

町有野１０

７９－７ 

一般社団法

人神戸総合

支援センタ

ーｈｅａｒ

ｔ 

兵庫県神戸

市北区藤原

台南町三丁

目９番 12

号 

令和６年５

月 31日 

児童発達支

援 

2850200219 放課後デイ

サービス

できる 

兵庫県神戸

市灘区高羽

町２-４-19

プラス六甲

108号 

吉田工業株

式会社 

大阪府大阪

市住之江区

泉２丁目８

番９号 

令和６年６

月 30日 

児童発達支

援 

2850200219 放課後デイ

サービス

できる 

兵庫県神戸

市灘区高羽

町２-４-19

プラス六甲

108号 

吉田工業株

式会社 

大阪府大阪

市住之江区

泉２丁目８

番９号 

令和６年６

月 30日 

放課後等デ

イサービス
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神戸市告示第353号 

次の事業者について、児童福祉法第 24条の 32第２項の規定による事業の廃止の届出があったた

め、同法第 24 条の 37第２号の規定により告示する。 

令和６年 10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

事業所番号 事業所等の

名称 

事業所等の

所在地 

指定申請者

の名称 

指定申請者

の所在地 

廃止年月日 ｻｰﾋﾞｽ種類

2870100159 相談支援事

業所ハート

フリー

兵庫県神戸

市東灘区甲

南町３丁目

７-19 養

老甲南ビル

101号 

一般社団法

人社会福祉

共役会 

兵庫県芦屋

市月若町７

番 19-202

号 

令和６年５

月 31日 

障害児相談

支援 

2875200129 相談支援事

業所つなぐ 

兵庫県神戸

市西区春日

台３丁目１

-７-204

一般社団法

人つなぐ福

祉会 

兵庫県神戸

市西区春日

台５丁目８

番地の９ 

令和６年６

月 30日 

障害児相談

支援 
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神戸市告示第354号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

し、同条第２項の規定により、令和６年10月９日からその供用を開始する。 

その関係図面は、神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和６年10月22日まで一般の縦覧

に供する。 

令和６年10月８日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧別 延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 西須磨方面第

13号線 

神戸市須磨区離宮前町１

丁目３番１地先から

神戸市須磨区離宮前町１

丁目３番１地先まで

新 31.00 最大  3.50 

 最小  3.20 

旧 31.00 最大  2.90 

 最小  2.60 
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神戸市告示第355号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のように変更

する。 

その関係図面は，神戸市建設局道路管理課に備え置いて、令和６年10月22日まで一般の縦覧

に供する。 

令和６年10月８日 

神戸市 

代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

道路の

種類 

路 線 名 区 間 新旧

別 

延 長 

(メートル)

幅 員 

(メートル)

市道 多聞 101号

線 

神戸市垂水区清水が丘２丁

目137番３地先から 

神戸市垂水区清水が丘２丁

目140番３地先まで 

新 2.20 最大  7.70 

最小  7.50 

旧 76.20 最大  9.40 

最小  2.20 
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神戸市告示第356号 

  電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第 39 号）第３

条第１項の規定により電線共同溝を整備すべき道路として令和４年 11 月

９日付けで次のとおり指定をしたので，同条第４項の規定により告示す

る。 

令和６年 10 月 8 日 

神戸市長 久 元 喜 造 

指定をした道路の部分 

主要市道山麓線の区間のうち灘区山田町１丁目 12 番１地先から灘区山

田町３丁目４番１地先までの上下線 
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神戸市公告 

神戸市市民公園条例（昭和51年４月条例第16号）第27条及び第１条の規定により、次のとお

り市民の木に指定したので、同条第３項の規定により公告します。 

令和６年10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造 

１ 市民の木に指定した樹木の集団 

指定番号 所 在 地 樹 種 

58 神戸市灘区箕岡通３丁目７番１号 クスノキ１本

２ 指定の年月日 

令和６年10月１日 
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神戸市公告 

 大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）第６条第２項の規定

による変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項により次の

とおり公告するとともに、当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添

付書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、法第８条第２項の規定により神戸市の区域内に居住する者、神戸市において事業活動

を行う者、神戸市の区域をその地区とする商工会議所又は商工会その他の神戸市に存する団体

その他の当該公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、令和６年 10 月８日から４月以内に、神戸市に

対し、意見書の提出により、意見を述べることができます。 

  令和６年 10 月８日 

                         神戸市 

                         代表者 神戸市長 久 元 喜 造 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ジェームス山商業施設 

   神戸市垂水区青山台７丁目６番１号 他 

２ 変更しようとする事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

（変更前） 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

株式会社マルアイ 

午前８時00分 午後９時45分 

株式会社スギ薬局 

株式会社大創産業 

株式会社イトウゴフク 

株式会社Ｇ７リテールジャパン 

株式会社ゲオホールディングス 

コーナン商事株式会社 

午前10時00分 午後８時00分 株式会社西松屋チェーン 

株式会社セリア 

（変更後） 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 

株式会社マルアイ 

午前８時00分 午後９時45分 

株式会社スギ薬局 

株式会社大創産業 

株式会社イトウゴフク 

株式会社Ｇ７リテールジャパン 

株式会社ゲオホールディングス 

コーナン商事株式会社 

株式会社西松屋チェーン 

株式会社セリア 
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３ 変更する年月日 

令和６年９月 21 日 

４ 変更する理由 

  営業時間の変更のため。 

５ 届出年月日 

  令和６年９月 20 日 

６ 縦覧期間 

  令和６年 10 月８日から令和７年２月 10 日まで 

７ 縦覧場所 

  神戸市中央区御幸通６丁目１番 12 号 

  三宮ビル東館４階 

  神戸市経済観光局経済政策課 
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神戸市公告 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第 13 条第１項の規定に基づ

き、次に掲げる土地につき農業振興地域の整備に関する法律施行令（昭和 44 年政令第 254

号）第 10 条第１項に規定する神戸農業振興地域整備計画に係る軽微な変更をしたので、同

法第 13 条第４項において準用する同法第 12 条第１項の規定により、次のとおり公告しま

す。 

 

   令和６年 10 月８日 

 

神戸市                 

代表者  神戸市長  久 元 喜 造  

 

土  地  の  表  示 
変更内容 

市 区 町 字 地番 面積 

神戸 西 伊川谷町長坂 森金 
193 番１のうち 

別図の斜線部分 

725 ㎡のうち 

30 ㎡ 

農用地区域

から除外す

る。 

神戸 西 押部谷町細田 宮西 
148 番のうち 

別図の斜線部分 

2,123 ㎡のうち 

42 ㎡ 

農業用施設

用地に用途

区分を変更

する。 

神戸 西 神出町宝勢 木屋池尻 

1372 番 5 のうち 

1372 番 11 のうち 

別図の斜線部分 

215 ㎡のうち

21.60 ㎡ 

601 ㎡のうち 

100.00 ㎡ 

農用地区域

から除外す

る。 

2936 番のうち 

別図の斜線部分 

212 ㎡のうち 

61.22 ㎡ 

農業用施設

用地に用途

区分を変更

する。 

別図は省略する。 
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神戸市公告 

神戸市都市景観条例（令和３年12月条例第25号）第17条第２項の規定に基づく協議の申

し出がありましたので、同条第３項の規定により次のとおり公告し、当該申し出に係る書

面及び図書の写しを都市局景観政策課窓口において一般の縦覧に供します。 

  令和６年10月８日 

神戸市長 久 元 喜 造  

１ 景観影響建築行為予定者の氏名及び住所 

  株式会社スナダプロパティ 代表取締役 砂田 直成 

大阪府枚方市楠葉並木２丁目２番21号 

２ 設計者の氏名、住所及び連絡先 

  株式会社ＴＫ都市建築設計 代表取締役 中本芸武 

大阪市淀川区西中島６丁目２-３ 207 

06-6195-2025 

３ 景観影響建築行為の概要 

⑴ 所在及び地番 神戸市中央区中町通２丁目１-６、１-７ 

⑵ 敷地面積   約 478平方メートル 

⑶ 建築面積   約  334平方メートル 

⑷ 延べ面積   約4,066平方メートル 

⑸ 高さ     約44.1メートル 

⑹ 構造     鉄筋コンクリート造 

⑺ 階数     地上15階 

⑻ 建物用途   共同住宅 

４ 縦覧の期間 

  令和６年10月８日から令和６年10月22日まで 
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神戸市公告 

 次の開発区域（工区）の全部について開発行為に関する工事が完了したので、都市

計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 36 条第３項の規定により公告します。 

  令和６年 10 月８日 

                         神戸市長 久 元 喜 造 

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

神戸市西区丸塚一丁目８番５、８番９、８番 10、８番 11、８番 12、８番 13、８

番 14、８番 15 

 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

加古川市加古川町溝之口 584 番地 

株式会社三建 

  代表取締役 岩井 敏 

 許可番号 

 令和５年９月 11 日 第 8144 号 

 （変更許可 令和６年７月１日 第 2130 号） 

２ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称 

  神戸市長田区浪松町５丁目２番３ 

 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

大阪市中央区徳井町２丁目４番８号 

株式会社 FDS 

代表取締役 福地 隆史  

 許可番号 

  令和６年３月 11 日 第 8172 号 

（変更許可 令和６年８月 20 日 第 2142 号） 

（変更許可 令和６年９月２日 第 2146 号） 

 

令和６年10月８日　神戸市公報第3880号

110



神戸市水道告示第22号 

神戸市指定給水装置工事事業者規程（平成10年３月水道管理規程第10号）第５条の規定によ

り次のとおり神戸市指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第10条の規定により告示

する。 

令和６年10月８日 

神戸市水道事業管理者 藤 原 政 幸  

  

指定番号 名称 所在地 代表者 指定年月日 

42416 株式会社ワイズ 
姫路市御国野町深志野 

677－５ 
楢原 由基 令和６年９月 30日 

42417 

ジャパンベスト

レスキュー 

システム株式会社 

愛知県名古屋市中区錦

一丁目 10 番 20 号 
若月 光博 令和６年９月 30日 

42418 山口設備 
神戸市西区玉津町今津

623－８ 
山口 春夫 令和６年９月 30日 

42419 
株式会社 

Ｉ・Ｆ・Ｄ 

神戸市西区平野町下村

110 番地 
松井 信行 令和６年９月 30日 
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昇格に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和６年 10月８日  

神戸市人事委員会事務局  

委員長  芝原  貴文  

神戸市人事委員会規則第４号  

   昇格に関する規則の一部を改正する規則  

昇格に関する規則（平成 28年４月人委規則第２号）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」とい

う。）については、次のとおりとする。  

(1)改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。  

(2)改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

(3)改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。
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改正後  改正前  

第１条～第 13条  ［略］  第１条～第 13条  ［略］  

附  則  附  則  

［略］  ［略］  

別表  職務の級昇格基準表（第３条第２号関係）  別表  職務の級昇格基準表（第３条第２号関係）  

（その１）  （その１）  

番

号  

適用する職  学歴  左欄の職のそれぞれの級へ昇格するために必要な資格

要件  

昇 格 す る 級 に 応 じ て 必 要 な 学 歴 取 得 後 の

基 準 と な る 職 に お け る 業 務 の 経 験 年 数 及

び必要在職年数（上段は昇格する級を、下

段は基準となる職を示す。）  

そ の 他 の 資

格要件  

２級  ３級  ４級  

１ 級 に お け る

同種の職  

２級の職   

      

 １ 級 の 職

に お け る

必 要 在 職

年数  

 ２ 級 の 職

に お け る

必 要 在 職

年数  

１  ［略］   年  年  年  年  別 に 定 め

る。  

勤 務 成 績 が

良 好 で あ る

こと。  

大学卒  ［略］ ［略］  ［略］ ［略］  

２  ［略］  大学卒  ［略］ ［略］  ［略］ ［略］  

短大卒  ［略］  

高校卒  ［略］  

中学卒  ［略］  

３  ［略］  大学卒  ［略］ ［略］  ［略］ ［略］  

短大卒  ［略］ ［略］ 

高校卒  ［略］ ［略］ 

番

号  

適用する職  学歴  左欄の職のそれぞれの級へ昇格するために必要な資格

要件  

昇格する級に応じて必要な学歴取得後の基

準となる職における業務の経験年数及び必

要在職年数（上段は昇格する級を、下段は

基準となる職を示す。）  

そ の 他 の 資

格要件  

２級  ３級  ４級  

１級における同

種の職  

２級の職   

      

 １ 級 の 職

に お け る

必 要 在 職

年数  

 ２ 級 の 職

に お け る

必 要 在 職

年数  

１  ［略］   年  年  年  年  別 に 定 め

る。  

勤 務 成 績 が

良 好 で あ る

こと。  

大学卒  ［略］ ［略］  ［略］ ［略］  

２  ［略］  大学卒  ［略］ ［略］  ［略］ ［略］  

短大卒  ［略］  

高校卒  ［略］  

中学卒  ［略］  

３  ［略］  大学卒  ［略］ ［略］  ［略］ ［略］  

短大卒  ［略］ ［略］ 

高校卒  ［略］ ［略］ 

令和６年10月８日　神戸市公報第3880号

113



中学卒  ［略］ ［略］ 

４  児 童 自 立 支 援 専

門 員 （ 児 童 自 立

支 援 専 門 員 見 習

と し て 採 用 さ れ

た場合に限る。）

 児 童 生 活 支 援

員 （ 児 童 生 活 支

援 員 見 習 と し て

採 用 さ れ た 場 合

に限る。） 健康

科 学 研 究 職  保

育 士  寮 母  司

書 （ 司 書 補 と し

て 採 用 さ れ た 場

合に限る。） 計

量 取 締 員  職 業

指 導 員  手 話 通

訳 員  運 動 療 法

指 導 員  点 字 指

導 員  速 記 者

（ 採 用 の 選 考 に

関 す る 規 則 別 表

（その３）番号 3

2 に 掲 げ る 場 合

に限る。） 造園

技 術 員  船 舶 け

い 離 立 会 人 （ 番

号 ３ を 適 用 す る

場合を除く。） 

大学卒  １  同上  ５  同上  

短大卒  2.5 ６  

高校卒  4.5 ７  

中学卒  ７  ８  

中学卒  ［略］ ［略］ 

４  航空従事者  児

童自立支援専門

員（児童自立支

援専門員見習と

して採用された

場合に限る。） 

児童生活支援員

（児童生活支援

員見習として採

用された場合に

限る。） 健康科

学研究職  保育

士  寮母  司書

（司書補として

採用された場合

に限る。） 計量

取締員  職業指

導員  手話通訳

員  運動療法指

導員  点字指導

員  速記者（採

用の選考に関す

る規則別表（そ

の３）番号 3 2に

掲げる場合に限

る。） 造園技術

員  船舶けい離

立会人（番号３

を適用する場合

大学卒  １  同上  ５  同上  

短大卒  2.5 ６  

高校卒  4.5 ７  

中学卒  ７  ８  
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学 校 技 術 職 員  

障 害 児 教 育 支 援

専門員  

 

５  ［略］  大学卒  ［略］ ［略］  ［略］ ［略］  

短大卒  ［略］ 

高校卒  ［略］ 

中学卒  ［略］ 

６  ［略］  大学卒  ［略］ ［略］  ［略］ ［略］  

短大卒  ［略］ ［略］ 

備考  

１  [略 ] 

２  採用規則別表 (その２ )に掲げる職で行政職給料表を適用する職 (番号１を適用す

る職を除く。 )の (その１ )2級への昇格については (その１ )番号１の基準を、 (その

１ )３級への昇格については (その１ )番号２の基準を適用する。  

３～ 16 [略 ]  

を除く。） 学校

技術職員  障害

児教育支援専門

員  

５  ［略］  大学卒  ［略］ ［略］  ［略］ ［略］  

短大卒  ［略］ 

高校卒  ［略］ 

中学卒  ［略］ 

６  ［略］  大学卒  ［略］ ［略］  ［略］ ［略］  

短大卒  ［略］ ［略］ 

備考  

１  [略 ] 

２  採用規則別表 (その２ )に掲げる職で行政職給料表を適用する職 (番号１を適用す

る職を除く。 )の (その１ )2級への昇格については (その１ )番号１の基準を、 (その

１ )３級への昇格については (その１ )番号２の準を適用する。  

３～ 16 [略 ]  

附  則  

 この規則は、公布の日から施行し、平成 29年８月９日から適用する。  
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 令和６年 10 月１日付け神戸市公報第 3879 号について，誤りがありましたので，次のとお

り訂正します。 

令和６年 10 月８日 

 

（28 ページ公告 許可番号年月日） 

 

誤 令和４年３月４日 第 8040 号 

正 令和４年３月 16 日 第 8040 号 
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